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１  開 会 

 

 

２  委 嘱 状 交付 

 

 

３  挨 拶 

 

 

４  会 長 の 選出 

 

 

５  教育委員会の事務に関する点検評価報告書（案）の諮問 

 

 

６  議   事 

（１）教育委員会の事務に関する点検評価報告書（案）について 

（２）その他 

 

 

７  閉   会 



東松山市教育振興基本計画審議会委員名簿 

 

区  分 氏 名 役 職 等 備考 

１号 

委員 
学識経験を有する者 小出

こ い で

 高義
たかよし

 

大東文化大学 

スポーツ・健康科学部 

スポーツ科学科教授 

 

２号 

委員 
学校教育関係者 

鈴木
す ず き

 寿
ひとし

 松山第一小学校長  

梶田
か じ た

 英司
え い じ

 松山中学校長  

池永
いけなが

 和美
か ず み

 新明幼稚園長  

３号 

委員 
社会教育関係者 

岩本
いわもと

 教
のり

裕
ひろ

 社会教育委員  

関口
せきぐち

 房
ふさ

雄
お

 スポーツ推進委員  

荒井
あ ら い

 豊
ゆたか

 文化財保護委員  

４号 

委員 

幼稚園、小学校 

又は中学校に在籍 

する者の保護者 

小川
お が わ

 徹
とおる

 唐子小学校 PTA 会長  

椎名
し い な

 和昭
かずあき

 松山中学校 PTA 会長  

任期は令和６年７月３１日まで 





 

 

令 和 ５ 年 度 

教育委員会の事務に関する点検評価報告書 

  （令和４年度対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東松山市教育委員会 

 

 

 
 

（案）
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第１ 点検評価の趣旨等 

１ 点検評価の趣旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条により、教育委員会は毎年、その権限に属

する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成して議

会に報告するとともに、公表することが義務付けられています。 

この報告書は、同法の規定に基づき、東松山市教育委員会が行った点検評価の結果をまとめ

たものです。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 点検評価の方法 

  令和３年度から令和７年度までを対象期間とする「第２期東松山市教育振興基本計画」で設

定した評価指標における目標の達成率に加え、東松山市教育委員会が毎年策定している「東松

山市教育行政の重点」において、担当各課が重点取組として掲げた取組や施策におけるその他

の主な取組について評価し、それらを点数化した結果を施策ごとに総合的に評価します。 

なお、この点検評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用とし

て、東松山市教育振興基本計画審議会から評価の妥当性等について意見を聴取し、その客観性

にも配慮しました。 

  

 【東松山市教育振興基本計画審議会委員】（令和５年７月３１日現在）  敬称略 

区分 要 件 氏   名 備 考 

１号委員 学識経験者   小出 高義 大東文化大学教授 

２号委員 
学校教育 

関係者 

    鈴木  寿 松山第一小学校長 

    梶田 英司 松山中学校長 

    池永 和美 新明幼稚園長 

３号委員 
社会教育 

関係者 

    岩本 教裕 社会教育委員 

    関口 房雄 スポーツ推進委員 

    荒井  豊 文化財保護委員 

４号委員 保護者 
小川  徹 唐子小学校 PTA 会長 

    椎名 和昭 松山中学校 PTA 会長 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）   

第２６条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定によ

り教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規

定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行

の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これ

を議会に提出するとともに、公表しなければならない。  

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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３ 教育委員会活動（令和４年４月～令和５年３月）  
 
組織体制(令和４年４月１日現在) 
教育委員会 教育長１人、教育長職務代理者１人、委員３人 
事務局職員 学校教育部  部長１人、次長１人、課長級以下職員（２課）３４人 

生涯学習部  部長１人、次長１人、副参事１人、課長級以下職員（２課）３５人 
子ども家庭部  部長１人、次長１人、課長級以下職員（２課）６０人 

 
（１）教育委員会会議  

・定例会１２回   ・臨時会０回   ・委員出席率９７．９％ 
・付議件数７１件（議案３８件、協議３件、報告３０件） 
回 開催日 付議案件等 

令和４年 
第 ６ 回 

４月 
２５日 

議案・東松山市立小・中学校適正規模審議会委員の解嘱及び委嘱について 
・東松山市社会教育委員の委嘱について 
・東松山市文化財保護委員の委嘱について 
・東松山市スポーツ推進審議会委員の解嘱及び委嘱について 

協議・教育委員会の事務に関する点検評価について 
報告・東松山市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱の制定について 

・東松山市養育支援訪問事業実施要綱の制定について 
第 ７ 回 ５月 

２３日 
議案・東松山市立小・中学校運営協議会委員の委嘱又は任命について 

・東松山市学校教育研究推進委員の委嘱について 
・東松山市就学相談員の委嘱又は任命について 
・東松山市就学相談調整会議参加者の選出について 
・東松山市立集会所運営委員会委員の委嘱について 
・令和４年度東松山市一般会計補正予算（第２号）について 

協議・教育委員会の事務に関する点検評価について 
報告・東松山市子育てのための施設等利用給付等に関する規則の一部を改 

正する規則制定について 
・令和４年度東松山市学校特色化支援事業研究委嘱について 
・令和４年度東松山市一般会計補正予算（第１号）について 

 第 ８ 回 
 

６月 
２７日 

議案・東松山市いじめ問題対策連絡協議会委員の解職・解任及び委嘱・任 
命について 

・東松山市教育振興基本計画審議会委員の解職及び委嘱について 
・東松山市教育振興基本計画審議会委員の委嘱について 
・東松山市教育振興基本計画審議会への諮問について 

報告・令和４年６月定例市議会一般質問（教育関係）について 
 第 ９ 回 ７月 

２９日 
議案・東松山市学校給食運営委員会委員の委嘱について 

・東松山市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 
・教育委員会の事務に関する点検評価について 
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報告・専決処分の報告について 
 第１０回 ８月 

３１日 
議案・東松山市教育委員会職員の人事について 

・東松山市文化財専門調査員の解職及び委嘱について 

報告・令和３年度東松山市一般会計補正予算（第４号）について 

・東松山市における比企広域電子図書館及び電子書籍の利用に関す 

る要綱制定について 

 第１１回 
 

９月 
２６日 

議案・東松山市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

・東松山市教育振興基本計画審議会委員の解職について 

・令和５年度当初東松山市立小・中学校教職員人事異動方針及び東松 

山市立小・中学校教職員人事異動方針細部事項について 

報告・令和４年９月定例市議会一般質問（教育関係）について 

第１２回 １０月 
２４日 

議案・東松山市スポーツ推進審議会への諮問について 

報告・令和４年度小・中学校施設整備の実施状況について 

・令和５年東松山市はたちの集いの開催概要について 

 第１３回 １１月 
２１日 

議案・令和４年度東松山市一般会計補正予算（第６号）について 

報告・令和４年度東松山市一般会計補正予算（第５号）について 

 第１４回 
 

１２月 
１９日 

議案・東松山市奨学生選考委員会委員の委嘱について 
・東松山市奨学生選考委員会への諮問について 

報告・学力の向上に向けた今後の取組について 
・令和４年１２月定例市議会一般質問（教育関係）について 

・専決処分の報告について 
令和５年 

第 １ 回 
１月 
１６日 

協議・令和５年度東松山市教育行政の重点について 

報告・東松山市国民体育大会出場奨励金交付要綱の一部を改正する要綱制 

定について 

第 ２ 回 ２月 
３日 

議案・令和５年度東松山市教育行政の重点について 

・第３期東松山市スポーツ推進計画の策定について 

・令和５年度当初東松山市学校教職員の人事について 

報告・専決処分について 

  ・教職員の処分について 

第 ３ 回 ３月 
２７日 

議案・東松山市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則の一部

を改正する規則制定について 

  ・東松山市教育委員会における死者情報の取扱いに関する規則制定に

ついて 

・東松山市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の一

部を改正する規則制定について 

・東松山市立小中学校職員服務規程の一部を改正する訓令制定につい

て 

・東松山市立小・中学校における適正規模等について 

・令和５年度使用小学校特別支援学級教科用図書（拡大版）の採択に
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ついて 

・東松山市スポーツ推進委員の委嘱について 

・東松山市奨学生選考委員会からの答申及び奨学生の決定について 

・令和５年度当初東松山市教育委員会職員の人事について 

報告・令和５年度当初東松山市学校教職員の人事について 

・令和５年度当初東松山市教育委員会任用職員の人事について 

・東松山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制定について 

・東松山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例制定について 

・東松山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

・東松山市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例制定につい

て 

  ・東松山市国民スポーツ大会出場奨励金交付要綱の一部を改正する要

綱制定について 

・令和４年度東松山市一般会計補正予算（第８号）について 

・令和５年３月定例市議会一般質問（教育関係）について 

・専決処分の報告について 

・専決処分の報告について 

 
 
（２）総合教育会議  

・委員出席率１００％ 
回 開催日 協議事項等 

第 １ 回 ７月２８日 

・生涯学習の推進について 
・生涯スポーツの推進について 
・東松山市子ども家庭総合支援拠点の設置について 
・学校規模適正化について 

 
 
（３）教育委員の視察研修等 
   ・件数１０件（県内７件、県外２件、オンライン開催１件） 

・延べ１６人出席（教育長含まず） 
件名 開催日 場所 

比企地区市町村教育委員会連合会理事会 ４月１１日 
東松山市 
（総合会館） 

比企地区市町村教育委員会連合会総会 ４月２７日 
東松山市 
（総合会館） 
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埼玉県市町村教育委員会連合会総会 ５月１７日 
本庄市 
（本庄市児玉文化会館） 

埼玉県市町村教育委員会教育委員研究協議会 ７月１１日 
さいたま市 
（埼玉会館） 

比企地区市町村教育委員会連合会理事会 ７月２５日 
東松山市 
（総合会館） 

比企地区市町村教育委員会連合会理事会 
１１月１０日 

～１１日 
群馬県前橋市 
（前橋市民文化会館ほか） 

比企地区市町村教育委員会連合会理事会・ 
理事研修会 

１１月１５日 神奈川県鎌倉市 

入間・比企地区合同教育長・教育委員研修会  １月２３日 
富士見市 
（富士見市民文化会館） 

市町村教育委員会教育長・教育委員研究協議会 ２月１０日 オンラインによる開催 

比企地区市町村教育委員会連合会理事会  ３月２７日 
東松山市 
（総合会館） 

 
 
（４）教育委員の学校・施設訪問 
   ・訪問校数 ２校 ・延べ４人出席（教育長含まず） 

訪問施設 訪問日 内容 

白山中学校・唐子小学校 １１月２５日 授業参観、校内視察、意見交換、給食試食 

 
                      
（５）教育委員の関係事業等への出席 
   ・事業数 ９件  ・延べ３２人出席（教育長含まず） 

主な行事等 開催日 
教職員辞令伝達式 ４月 １日 
小・中学校 入学式 ４月 ８日 
日本スリーデーマーチ １１月 ４日～６日 
駅伝競走大会 １１月２７日 
夢 with Science １２月２０日 
はたちの集い １月 ８日 
中学校 卒業式 ３月１５日 
小学校 卒業式 ３月２３日 
退職教職員感謝状贈呈式  ３月２７日 
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第２　点検評価の結果(評価調書)

【評価調書の見方】

基本目標の番号と表題

施策の番号と表題

概要

対象

目標

②

R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

実績値 ○○ ○○ ○○

※目標値は第2期東松山市教育振興基本計画における5年間の指標を使用しています。

　施策ごとに以下の評価調書を作成し、事務の点検評価を実施しています。

基本目標

施策

■重点取組① 取組番号と重点取組の名称を記載しています 担当課 担当課名を記載します

取組の内容

取組の概要を記載しています

対象は誰か・何かを記載しています

何を目的にして取り組むのかを記載しています

結果 取り組んだ結果、どのような効果や影響があったかを記載しています

■評価指標

重点取組の評価

◎（十分な成果が得られた）　　　　　○（一定の成果が得られた）
△（多少の成果が得られた）　　　　　×（成果が得られなかった）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

取組番号と主な取組の名称を記載しています
担当課を記載
しています

◎（十分な成果が得られた）
○（一定の成果が得られた）
△（多少の成果が得られた）
×（成果が得られなかった）

実施事業等の概要・結果 取組の概要と結果を記載しています

指標名

指標の名称を記載しています
【指標に対応する取組番号を記載しています】

指標の説明 数値の算定方法等を記載しています

R3達成率
　　　　　　　　　　　　Ａ（100%以上）　　　　　Ｂ（90%以上100%未満）
　　　　　　　　　　　　Ｃ（80%以上90%未満）　　Ｄ（80%未満）

※評価調書中、下線（　　　　　　　　）を付した用語については、65～68ページに「用語解説」を掲載してい
ます。

結果の分析 評価結果の要因・理由を記載しています

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 ○○点
◎（十分な成果が得られた）　　　　　○（一定の成果が得られた）
△（多少の成果が得られた）　　　　　×（成果が得られなかった）

今後の方向性 施策を推進していく上での課題や今後の方向性等を記載しています

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

※施策により、重点取組、主な取組及び指標の数は異なります。

意見・提言 東松山市教育振興基本計画審議会での意見・提言を記載しています

各評価の（ ）内は、評価基準の一例を記載しています
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【施策の評価方法】

◎ ○

△ ×

○評価調書は、施策ごとに「重点取組」、「その他の主な取組」及び「評価指標」を評価しまし
　た。また、「重点取組」と「その他の主な取組」の評価を基に、『総合評価』を行いました。

○「重点取組」及び「その他の主な取組」は、以下の表中の基準により、4段階（◎・〇・△・×）
　で評価しました。

○『総合評価』は、各取組を100点満点換算し「重点取組」に「60％」、「その他の主な取組」に
　「40％」を配分し、その点数結果により、各取組と同様に4段階（◎・〇・△・×）で評価しま
　した。
　『総合評価』の点数換算は、各評価基準の点数の範囲における中央値（◎：90点、○：70点、
　△：50点、×：20点）を用いました。

　　例：重点取組が◎と○、その他の主な取組が○・△・×の場合
　　（90点＋70点）×60％×1/2＋（70点＋50点＋20点）×40％×1/3＝66.66点≒67点
　　➢総合評価は、『○（一定の成果が得られた）』とする。

○「評価指標」は、達成率を4段階（Ａ（100％以上）・Ｂ（90％以上100％未満）・Ｃ（80％以上
　90％未満）・Ｄ（80％未満））で評価しました。
　なお、当該評価は、指標に対応する取組を上記の4段階（◎～×）で評価しているため、『総合
　評価』には直接配分していません。

項目 評価基準

各取組／
総合評価

・十分な成果が得られた
・効果的で優れた取組を行った
・課題や問題点がほとんどなかった
・80点以上

・一定の成果が得られた
・効果的な取組を行った
・課題や問題点が多少残った
・60点以上80点未満

・多少の成果が得られた
・一定の取組を行った
・課題や問題点が残った
・40点以上60点未満

・成果が得られなかった
・取組をほとんど行わなかった
・課題や問題点が多く残った
・40点未満
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Ⅰ　学校教育の充実

（１）確かな学力の確立

概要

対象

目標

概要

対象

目標

②

③

④

⑥

⑦

⑧

実施事業等の概要・結果
市内7校に市費による日本語指導講師を延べ10名配置し、日本語指導・学校生活への支
援を充実させた。

理科教育の振興 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
各学校における理科の授業において、実験や観察を通して理科分野への興味を伸ばせ
るよう工夫改善を行った。

外国語（英語）教育の充実 学校教育課 ◎（十分な成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 全市立小中学校にALTを配置し、授業で生きた英語に触れさせる機会を設定した。

帰国・外国人児童生徒への教育の充実 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
国語科を中心に、読み取ったことに対する自分の意見を構築する学習繰り返し行い、
読解力、応用力を高める学習を充実させた。

「学力・学習状況調査」の結果の検証と指導の工夫・改善 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
各学校において、校内研修等において「学力・学習状況調査」の結果を分析し、児
童・生徒の実態を把握するとともに、指導方法の工夫・改善に役立てた。

基礎・基本の定着を図る指導の実践 学校教育課 ◎（十分な成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 市立小学校に「すにいかあ職員」を配置し、少人数指導、補充指導を充実させた。

PISA型読解力、応用力を高める取組の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

重点取組の評価 ◎（十分な成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

取組の内容

1人一台の学習用端末を効果的に活用し、授業中に学習用端末を活用する場面を設定し
たり、児童生徒の学習意欲の喚起や理解の促進となる活用法を研究する。

市立小中学校の教職員

市内の全教員が各教科等において学習用端末を活用した授業実践を行えることを目指
す。

結果

指導主事による各学校への訪問指導を通して、学習用端末の基本操作の定着を図り、
効果的な活用場面についての研修を行った。あわせて、ICTに精通した教職員を中心と
した学校間・教職員間の学び合いにより、分かりやすい授業を進めるツールとして学
習用端末を活用することができた。
また、各校で情報モラルについても、研修会の開催や授業に積極的に取り上げること
により、児童生徒の理解を深めた。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■重点取組２ ⑤ICT端末を活用した分かりやすい授業の推進 担当課 学校教育課

取組の内容

国や県が実施する「学力・学習状況調査」をもとに、児童生徒一人一人の学習内容の
定着や学力の伸び、学習意欲等を詳細に検証し、指導の工夫と改善に取り組む。ま
た、国の実施要領に則した方法により検証結果をホームページで公表し、学校と家
庭・地域との連携による児童生徒の学力向上を目指す。

市立小中学校の教職員及び児童生徒

「学力・学習状況調査」をもとに、学習内容の定着や学力の伸び、学習意欲等を検証
し、基礎・基本の徹底を図る。

結果

「全国学力・学習状況調査」及び「埼玉県学力・学習状況調査」の結果を分析し、
ホームページで公開した。本市全体の成果と課題を明らかにし、強みや弱みを共有す
ることを起点に、各校における指導の工夫と改善を図った。また、小学校に市費によ
る教員を配置し、少人数教育（すにいかあプラン）を推進した。

学校教育課

基本目標

施策

■重点取組１ ①主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善の推進 担当課
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 49.1 49.4 49.7 50.0 50.3

実績値 48.6 47.1 50.3

目標値 - 48.3 48.8 49.3 49.8 50.3

実績値 47.3 47.0 49.9

目標値 - 49.7 49.9 50.1 50.3 50.5

実績値 49.5 49.5 48.6

目標値 - 48.5 48.9 49.3 49.7 50.1

実績値 47.7 47.7 46.7

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 74点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇引き続き、「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業改善を行うとともに、ICT端末等
を活用し、個別最適な学びを実現するための取組を推進する。
◇重点取組や他の取組との関連性や施策全体の方向性を意識し、「東松山学習スタンダード」
等を活用し、確かな学力の確立を図っていく。

指標の説明
全国学力・学習状況調査における東松山市の平均正答率を全国の平均正答率で除して50を乗じ
た数値（東松山市平均正答率÷全国平均正答率×50）

指標の達成率 Ｂ（90%以上100%未満）

結果の分析

小6国語では、「話すこと・聞くこと」の領域が高い。小6算数では、全体的に上位・中間層の
割合が多く、全国平均と近接している。上位・中間層を更に伸ばす取組を要する。中3国語で
は、「読むこと」の領域に課題がある。中3数学では、全ての領域において県、全国に比べて
低い数値となっており、低位層が多く、上位層が少ない。低位層への充実した支援が必要であ
る。

■評価指標

指標名

全国学力・学習状況調査の全国平均に対する
換算値
【取組②】

小6国語

小6算数

中3国語

中3数学
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Ⅰ　学校教育の充実

（２）社会性・国際性が身に付く教育の実践

概要

対象

目標

概要

対象

目標

②

④

⑤

⑥

実施事業等の概要・結果
児童生徒一人一人のキャリアパスポートを作成し、個人情報の取扱いに配慮しながら
活動の記録をファイリングして次年度に引き継いだ。中学校では、進路面談を通じ
て、生徒が自らの進路を選択できるよう指導助言を行った。

文化活動・ボランティア活動の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、多人数で集まる活動ができない中で
はあったが、授業等を通じて学ぶことにより、一定の成果が得られた。

持続可能な開発のための教育（ESD）の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 各教科や総合的な学習の時間での環境教育やエネルギー教育を推進した。

発達の段階に応じた進路指導・キャリア教育の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

重点取組の評価 ◎（十分な成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

地域資源活用による伝統と文化を尊重する教育の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じた上で、できる限り地域の方を授業や
行事で講師として招き、地域に関わる伝統や文化に関わる学習を行った。

取組の内容

外国語教育や英語の授業、ALTとの交流活動を通して、コミュニケーション能力を育成
し、国際理解を深める教育を実践する。

市内小中学校の児童生徒

コミュニケーションへの積極性を高め、言語や文化についての体験的理解を深める。

結果
全市立小中学校にALTを配置し、授業中だけではなく生活場面でもALTとの交流活動を
通して、コミュニケーション能力を育成し、国際理解を深める教育を実践した。

重点取組の評価 △（多少の成果が得られた）

■重点取組２ ③国際化に対応する教育の推進 担当課 学校教育課

取組の内容

小中学校全ての教室に「あいさつ・返事・靴そろえ」を掲げ、児童生徒の意識の高揚
を図る。埼玉県学力・学習状況調査の質問紙調査の「規律ある態度」の達成項目を、
児童生徒・保護者・学校が共通理解・共通実践することで、規律ある態度の育成に努
める。

市立小中学校の児童生徒・保護者・教職員

埼玉県学力・学習状況調査の「規律ある態度」の達成度8割を超える項目の割合97%

結果

「あいさつ・返事」「言葉づかい」「清掃・美化活動」など、全ての学年で達成度が8
割を超える項目が多く見られたが、「整理整頓」「話を聞き発表する」の項目につい
て目標が達成できなかった。また、小学校においては、令和3年度と比較し「靴そろ
え」「あいさつ」の低下が目立つ結果となった。

学校教育課

基本目標

施策

■重点取組１ ①家庭と連携した「あいさつ・返事・靴そろえ」等の徹底 担当課
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 96 97 98 99 100

実績値 94 84.4 72.2

目標値 - 96 97 98 99 100

実績値 94 89.9 86.1

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

総合評価 70点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇規律ある態度を育成するために、学校と家庭がより密に連携して、子供たちの実態や課題を
共有し、育成したい子供像を明確にすることにより、子供たちが基本的な生活習慣を身に付け
たり、よりよい人間関係を構築したりするための基礎となる力を身に付けていく。
◇新型コロナウイルス感染症の影響が緩和されつつある中で、キャリア活動やボランティア活
動などを通じて、児童生徒が社会的に自立するための力を育成する。

指標名

規律ある態度の達成項目の割合（％）
【取組①】

小学校

中学校

指標の説明
埼玉県学力・学習状況調査の「規律ある態度」達成目標の全項目のうち、達成度が8割を上
回っているものの項目数の割合

指標の達成率 Ｃ（80%以上90%未満）

結果の分析

小中学校ともに目標の97%を下回った。特に「整理整頓」「話を聞き発表する」の項目が目標
に対して下回る結果となった。新型コロナウイルス感染症拡大による生活への影響を受けてい
ることが考えられるが、今後、児童生徒の発達段階に応じた「規律ある態度」を身に付けるた
めの取組を進めていく必要がある。

■施策の総合評価と今後の方向性

■評価指標
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Ⅰ　学校教育の充実

（３）豊かな心と健やかな体の育成

概要

対象

目標

概要

対象

目標

②

③

④

⑤

⑦

⑧

学校教育課

基本目標

施策

■重点取組１ ①道徳教育の充実 担当課

取組の内容

生命の大切さを学ぶため、学校・家庭・地域のつながりを強化し、「命の教育」を実
践する。また、授業を進めていく上で参考となる実践例や指導方法、評価等をまとめ
た「東松山市道徳科スタンダード」を活用し、道徳教育の充実を図る。

市立小中学校の児童生徒及び教職員

「東松山市道徳科スタンダード」を活用し、児童生徒が考え議論する道徳の授業を実
践する。

結果
各学校において、「東松山市道徳科スタンダード」を活用し、ねらい・児童生徒の実
態・教材など研究することにより、道徳の授業を充実させることができた。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■重点取組２ ⑥児童生徒の体力の向上 担当課 学校教育課

取組の内容

授業研究会や学校指導訪問を通し、教員の授業力の向上を図り、体育・保健体育の授
業を充実させることにより、児童生徒に運動の楽しさを伝え、バランスの良い体力を
身に付けさせる。

市内小中学校の児童生徒及び教職員

新体力テストにおいて、全国平均を上回る項目数を増加させる。

結果

中学2年女子が、目標値である全国平均を全ての種目で上回った。しかし、小学5年男
子は5項目、女子は7項目、中学2年男子は6項目上回るにとどまった。小学5年男女は
「握力」、小中男子は「投力」に課題がある。全国平均以下となった項目について
は、課題に応じた体力向上策を授業等に取り入れ、児童生徒にバランスの良い体力を
身に付けさせる取組を進めていく。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

実施事業等の概要・結果 新型コロナウイルス感染症に対する正しい知識の習得と適切な予防行動を実践した。

体験活動の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
新型コロナウイルス感染症の影響による制限はあったが、自然体験等発達段階に応じ
た様々な体験活動を推進した。

読書活動の充実 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
各小学校において、学校司書が中心となり図書だよりや季節のイベントなどの工夫を
行った。毎月第2・第4水曜日を「ノーゲームデー」とし、家族との語らいとともに読
書を推奨した。

健康教育・食育の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
各中学校のニーズに応じた外部指導者の派遣と学校教職員との連携指導を充実させ
た。

危険ドラッグを含めた薬物乱用防止教育の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 各小学校高学年や各中学校の授業等において「薬物乱用防止教室」を実施した。

生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する資質の育成 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 体育や保健体育の授業を通した運動の楽しさを実感させる取組を推進した。

運動部活動の充実 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 6 7 8 8 8

実績値 5 7 5

目標値 - 8 8 8 8 8

実績値 7 8 7

目標値 - 8 8 8 8 8

実績値 7 7 6

目標値 - 8 8 8 8 8

実績値 7 8 8

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 70点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇各校において、より運動の楽しさを実感させながら体力の向上を目指すとともに、専門的な
指導力を有する人材の積極的な活用等に取り組み、保健体育・運動部活動の充実を図る。
◇「東松山市道徳科スタンダード」の活用を進め、児童生徒が考え議論する道徳の授業を実践
し、豊かな人間性を育む。

指標の説明
新体力テストにおいて、東松山市の平均値が全国の平均値を上回った項目数
【小学校】5年生8種目中　男女別
【中学校】2年生8種目中　男女別

指標の達成率 Ｃ（80%以上90%未満）

結果の分析

中学2年女子が、目標値である全国平均を全ての種目で上回ることができた。しかし、小学5年
男子は5項目、女子は7項目、中学2年男子は6種目上回るに留まった。小学5年・中学2年ともに
男子の低下が目立つ。外に出て遊ぶ機会の減少等、全体的な運動時間の減少が影響しているこ
とが考えられる。

■評価指標

指標名

新体力テストの全国平均を上回る項目数
【取組⑥】

小5男子

小5女子

中2男子

中2女子
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Ⅰ　学校教育の充実

（４）人権を尊重した教育・幼児教育・特別支援教育の推進

概要

対象

目標

概要

対象

目標

②

③

④

⑥

⑦

⑧

⑨ 一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 個別の指導計画を作成し、個に応じた支援の充実を図った。

実施事業等の概要・結果
障害のある子供に対し、幼児期から適切な教育的対応ができるよう、就学相談調整会
議等を活用し、就学相談体制を充実させた。

歩育事業の推進 保育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
てくてくわくわく歩育ブックを保育園等へ配布して日々の歩育の取組を促した。ま
た、保育園や幼稚園に対して日本スリーデーマーチへの積極的な参加を促進した。

共生社会を目指した「多様な学びの場」の充実 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 通級指導や特別支援学級と通常学級の交流学習を実施した。

障害児就学相談・支援体制の充実 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 幼稚園、保育園、小学校関係者を対象に研修会を実施した。

様々な人権課題に対応した教育の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
教員を対象とした研修会や学校における人権教育の実践的な研究を行い、指導方法の
工夫・改善を行った。

虐待から子供を守る取組の推進 学校教育課 ◎（十分な成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 虐待の早期発見を図るための教育相談体制の充実と関係機関との連携強化を図った。

子育ての目安「3つのめばえ」の活用促進 保育課 ○（一定の成果が得られた）

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

取組の内容

幼児教育振興懇談会及び幼児教育研修会の実施

幼稚園・保育園の園児と小学校低学年の児童及び教職員・保育士

幼児教育の一層の振興に向けて、幼稚園・保育園・小学校の職員による意見交換等を
行い連携を強化する。

結果
8月の研修会では、外部講師が「紛争地の看護師が見た命」をテーマに講演し、幼稚
園・保育園・小学校の関係者106名が参加した。また、2月の研修会では、事例発表や
意見交換を行い、幼・保・小の連携を図ることができた。

重点取組の評価 ◎（十分な成果が得られた）

■重点取組２ ⑤幼児教育振興懇談会を中心とした幼・保・小連携の推進 担当課 保育課

取組の内容

「人権感覚育成プログラム」を活用した授業の継続実施

市立小中学校の児童生徒

「人権感覚育成プログラム」の教職員向け研修における活用と、児童生徒への授業等
において活用した学校数の増加により、児童生徒に対し着実に人権感覚の育成を行
う。

結果
人権感覚育成プログラムを全16校で活用し、児童生徒に人権感覚を育成するための取
組を推進した。

学校教育課

基本目標

施策

■重点取組１ ①豊かな人権感覚の育成 担当課
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 14 15 16 16 16

実績値 12 16 16

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

結果の分析
全ての市立小中学校において人権感覚育成プログラムを活用した授業を実施することができ
た。

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 77点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇「人権感覚育成プログラム」を活用した授業を継続して行うことで、児童生徒に対し着実に
人権感覚の育成を行う。
◇幼児教育振興懇談会の各事業を通じて幼・保・小の連携を強化するとともに、小学校への円
滑な接続を推進して小一プロブレムの解消につなげていく。

指標の達成率 Ａ（100%以上）

■評価指標

指標名

人権感覚育成プログラムの活用校数（校）
【取組①】

指標の説明
「人権感覚育成プログラム」を教職員向けの研修に活用し、かつ児童生徒への授業等において
活用した学校数
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Ⅰ　学校教育の充実

（５）教員の資質・能力の向上

概要

対象

目標

概要

対象

目標

①

④

⑤

⑥

⑦

⑧

実施事業等の概要・結果 学校運営協議会を開催し、地域・家庭と連携した学校づくりを行った。

学校における働き方改革の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
職員会議のペーパーレス化、欠席連絡等の電子化、カエル会議など各校のよい取組を
広め、働きやすい職場づくりを推進した。

学校評価の効果的な活用 学校教育課 ◎（十分な成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 学校の目標やねらいに応じた評価項目の設定により、適宜評価及び検証を行った。

コミュニティ・スクールの充実 学校教育課 ◎（十分な成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 校長会・教頭会による指導と各学校における不祥事防止研修を定期的に実施した。

教員のライフステージに応じた研修の実施 学校教育課 △（多少の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
新型コロナウイルス感染症の影響により、時間的な制約を受けつつも、年次研修を始
め教員のライフステージに応じた様々な研修への参加を促した。

人事評価制度の活用 学校教育課 ◎（十分な成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
人事評価制度に基づいた各教職員の目標設定や結果の検証を行うなど、人材育成や人
事管理に当該制度を適切に活用した。

教職員による不祥事の根絶に向けた取組の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

取組の内容

教育委員会による学校指導訪問で、学校の研究課題やニーズに応じた指導・助言を行
う。また「小・中学校特色化支援事業」を実施し、成果を市内全校で共有する。

市立小中学校の教職員

指導訪問で把握した学校課題に基づく指導助言や特色化支援事業の成果発表会を実施
する。

結果
指導訪問を年間を通して行い、各学校に対して指導助言を行った。また、特色化支援
事業の成果発表会をオンラインで実施し、各研究指定校の取組を市内に広げることが
できた。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■重点取組２ ③児童生徒理解と指導力向上のための校内研修の充実 担当課 学校教育課

取組の内容

個別最適化された学びを実現し、児童生徒の理解状況や能力にあった学びを提供する
ために、ICT教材を授業に導入することや「東松山の学習指導スタンダード」の活用を
促し、教員の指導力の向上を図る。

市立小中学校の教職員

埼玉県学力・学習状況調査における学力を伸ばした子の割合を増加させる。

結果

令和4年度埼玉県学力・学習状況調査の結果より、学力を伸ばした子の割合は、国語で
は5学年中4学年が県平均を上回り、算数・数学では5学年中4学年が県平均を上回る結
果となった。英語については、県平均を超えなかったが、学力レベルについては、県
と同等となっている。多くの学年において、着実な伸びが見られる。授業におけるICT
機器の活用も着実に進んでいる。

学校教育課

基本目標

施策

■重点取組１ ②児童生徒一人一人を伸ばす指導力の向上 担当課
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 70.2 71.2 72.2 73.2 74.2

実績値 68.2 75.1 66.7

目標値 - 68.4 69.4 70.4 71.4 72.4

実績値 66.4 67.8 70.6

■評価指標

指標名

学力を伸ばした児童生徒の割合（％）
【取組②】

小学校

中学校

指標の説明 埼玉県学力・学習状況調査における学力を伸ばした子の割合

指標の達成率 Ｂ（90%以上100%未満）

結果の分析

小学校においては、目標値を達成することができなかった。小5国語においては、調査結果は
県平均を超えているものの、学力を伸ばした児童の割合は55.9％と低かった。中学校において
は、目標値を上回る結果となった。特に、学力中位層の伸びが、他の層と比較すると少なく、
学力中位層を伸ばしていく指導を充実させる必要がある。

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 73点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇学校内での教員同士の学び合いや、オンライン等を活用した研修に積極的に取り組み、教員
の指導力向上を図ることにより、児童生徒の学力向上を目指す。
◇学力向上については、話合い活動や学び合い活動等の協働的な学びの充実や、学習用端末の
活用を通じた個別最適な学びの充実により、学力中位層の子供たちを伸ばしていく。
◇校務の電子化・効率化を進め、本来の職務である「教員が子供たちと向き合う時間」を増加
させる。

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言
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Ⅰ　学校教育の充実

（６）相談体制の充実

概要

対象

目標

概要

対象

目標

①

②

③

⑤

⑦

学校教育課

基本目標

施策

■重点取組１ ④いじめ防止対策の推進 担当課

取組の内容

いじめ問題対策連絡協議会やいじめ問題調査審議会など、いじめ防止対策推進法の規
定に基づき設置した組織を活用し、いじめ防止対策やいじめの現状分析を進め、学校
におけるいじめ問題の解消に向けた取組を支援する。

市立小中学校教職員

いじめの防止等に係る組織を活用し、教職員の資質能力の向上を図る。

結果

いじめ問題対策連絡協議会を7月と2月に、いじめ問題調査審議会を1月に実施し、学校
におけるいじめの現状や、生徒指導専門職員からの報告をはじめ、様々な視点から意
見交換を行った。生徒指導専門職員については、小・中・高等学校訪問を227回、関係
施設訪問を37回、関係機関等との会議出席を37回を行い、状況把握や指導助言を行っ
た。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■重点取組２ ⑥不登校対策の充実 担当課 学校教育課

取組の内容

「不登校初期対応指針」に則り、児童生徒の小さな変化を見逃さない体制を確立す
る。また、総合教育センターでの「ふれあい教室」や相談活動の実施を通し、児童生
徒の支援を行う。

市立小中学校児童生徒及び教職員

不登校児童生徒の復帰率　小学校38.0%　中学校26.0%

結果

各学校において、着実な対応を行った結果、不登校児童生徒の復帰率（部分復帰を含
む）は、小学校43.8%、中学校21.3%となった。中学校では、30％を超える学校がある
一方で、8.3%となっている学校もある。今後も、焦ることなく時間をかけてじっくり
と対応し、信頼関係を構築するために様々な面から支援を継続していく。

生徒指導体制の充実 学校教育課 ◎（十分な成果が得られた）

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

学校教育相談活動の充実 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
SC（スクールカウンセラー）やSSW（スクールソーシャルワーカー）などの専門家や関
係機関との連携を図り、各学校の教育相談活動体制を整備した。

重大事件再発防止に向けた取組 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
生徒指導主任研修会に指導主事が参加し情報提供を行うなど、東松山モデル「つな
ぐ」を推進し、学校とのつながりを一層強め、校内生徒指導体制の充実や児童生徒一
人一人に対する理解に基づいた積極的な生徒指導を展開した。

非行・問題行動の防止とサポートチームの活用 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 薬物乱用防止教室等を実施し、家庭と連携した問題行動の未然防止に取り組んだ。

インターネット、携帯電話等に関する情報モラル教育の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
ネットトラブル教室の実施等により情報モラル教育を充実させるとともに、家庭との
連携を図った。

実施事業等の概要・結果 庁内連携会議による情報共有と専門職員による学校への支援、助言を行った。
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 34.0 38.0 42.0 46.0 50.0

実績値 25.0 37.5 43.8

目標値 - 23.0 26.0 29.0 32.0 35.0

実績値 18.3 47.9 21.3

■評価指標

指標名

不登校児童生徒の復帰率（％）
【取組⑥】

小学校

中学校

指標の説明
不登校児童生徒に対する「指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒」の割合（部
分復帰を含む）

指標の達成率 Ｂ（90%以上100%未満）

結果の分析
小学校においては43.8%、中学校については21.3%となり、小学校については目標値を上回るこ
とができた。中学校については、各学校ともおおむね20%台となっており、今後更に寄り添っ
た対応を進めていく必要がある。

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 72点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇いじめや不登校、問題行動について、基本方針を学校や関係機関と共有し、組織的な体制の
確立と連携を図りながら対応していく。
◇個々の児童生徒の悩みを把握するための関係づくりやSOSの発信の仕方を学ぶ機会を設け
る。
◇生徒指導・教育相談研修会、イラモヤアンケート、生徒指導カルテの活用等、具体的な取組
を継続し、更に充実させていく。
◇児童生徒が社会的に自立することを目的に、多様な教育機会の確保や様々な専門スタッフと
の連携を通じて不登校児童生徒への支援を進めていく。

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言
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Ⅰ　学校教育の充実

（７）小・中学校9年間を一貫した教育の推進

概要

対象

目標

①

③

④

実施事業等の概要・結果 全ての市立小中学校にALTを配置し、外国語・英語指導の充実を図った。

地域の教育力の活用 学校教育課 △（多少の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、地域人材を積極的に活用することが
難しかったが、家庭科等、特定教科のボランティアを依頼するなど、各校が工夫しな
がら教育活動を進めることができ、一定の成果が得られた。

外国語活動・英語教育の充実 学校教育課 ◎（十分な成果が得られた）

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

小中一貫教育特認校制度の実施 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
市内近隣小中学校における児童生徒の交流、教職員の連携及び連絡会議を適宜行っ
た。

取組の内容

桜山小学校と白山中学校を小中一貫教育特認校として指定し、両校での児童生徒、教
員の交流を進めることにより、小中の円滑な接続を図り、学習意欲の向上につなげ
る。

桜山小学校と白山中学校の児童生徒及び教職員

埼玉県学力・学習状況調査の「英語学習を通して英語を使いたいと思っている」生徒
の割合72.8%

結果

小中一貫教育特認校では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、小中合同によ
る授業研究会は中止したが、小学校から中学校へは前6年担任が週6時間、中学校から
小学校へは週6時間、それぞれ乗り入れ授業を実施した。両校の教員が指導内容や指導
方法を互いに相談しながら、異校種乗り入れのよさを発揮した授業実践に取り組ん
だ。

学校教育課

基本目標

施策

■重点取組１ ②小中一貫教育の推進 担当課
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 70.6 71.6 72.6 73.6 74.6

実績値 68.6 71.8 72.8

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

結果の分析

「使いたいと思うようになった」「1度でも使いたいと思ったことがある」を選択した生徒
は、72.8%と、目標値を超えることができた。一方で、「全く思わない」生徒も8.3%おり、楽
しみながら英語を用いたコミュニケーションを取ることができるよう、引き続き授業改善を
行っていく。

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 70点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇小中一貫教育特認校の成果を市内小中学校で共有し、各校で実現できる連携内容や手法につ
いては、積極的に導入し、市内における小中連携の質を向上させる。
◇英語でコミュニケーションを取ることのよさや楽しさを、授業において十分に実感させ、
「英語に強い子供を育てる」ことを推進していく。

指標の達成率 Ａ（100%以上）

■評価指標

指標名

英語を用いてコミュニケ―ションを図ろうとしている生
徒の割合（%）【取組③】

指標の説明 埼玉県学力・学習状況調査の「英語学習を通して英語を使いたいと思っている」生徒の割合
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Ⅱ　教育環境の整備・充実

（１）安心で快適な学習環境づくり

概要

対象

目標

概要

対象

目標

概要

対象

目標

②

③

⑤

⑥

教育総務課

基本目標

施策

■重点取組１ ①学校施設の整備推進 担当課

取組の内容

定期的な点検や診断を実施し、学校施設の保全・維持管理を行う。広範囲に劣化が見
られる屋上や外壁等の改修を行う。

市立小中学校施設

老朽化の影響が大きく、早期の改修が望まれる箇所について、計画的な整備を実施
し、安全で快適な学習環境を維持する。

結果

小中学校6校の建築物の定期点検及び3校の工作物の健全度調査を実施し、これらの点
検結果に基づき、危険性の高い箇所の修繕を行った。また、広範囲に劣化が見られた
新宿小の外壁・屋上防水等改修工事や新明小のトイレ壁改修工事を計画どおり実施し
た。一方で、施設管理等の効果的な手法の導入に向けた具体的な検討には至らなかっ
た。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■重点取組２ ④新型コロナウイルス感染症対策の徹底 担当課 学校教育課

取組の内容

国及び県からの補助金と市費により配置した学校支援員が、各学校内の消毒作業や、
感染予防に係る通知文の印刷業務などを行うことで、学校を支援する。

市立小中学校

市内16校に学校支援員を配置し、教職員と共に感染症対策を徹底する。

結果
市内16校全ての市立小中学校に学校支援員を配置し、教職員と共に消毒作業等の新型
コロナウイルス感染症対策を実施した。また、学校全体でマスクの着用徹底、密の回
避対策、行事等の実施方法の工夫等の対策を徹底した。

重点取組の評価 ◎（十分な成果が得られた）

■重点取組３ ⑩「学校適正規模の基本的な方針」の運用 担当課 学校教育課

取組の内容

適正規模化が必要とされる学校の具体的な適正規模の方策について、東松山市立小・
中学校適正規模に関する基本的な方針に基づき、東松山市立小・中学校適正規模審議
会において、審議を行う。

市立小中学校

令和4年度中に答申を得る。

結果

「東松山市立小・中学校適正規模の推進計画」における、短期から中期的な取組が必
要とされる検討対象地域について、東松山市教育委員会の方針として、以下の3点を決
定した。
〇現時点において、適正規模化を実施する小中学校はない。
〇保護者を含めた地域住民や学校関係者で協議がまとまり、方策実施を望む意見が
あった場合は、方策の検討を行うこととする。
〇今後の児童・生徒数や学級数の推移、都市計画等児童・生徒を取り巻く学習環境に
変化が生じ、教育活動に支障を来す場合は、方策の検討を行うこととする。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

実施事業等の概要・結果 学校施設内空間線量測定を8月と2月の2回実施し、基準値内であることを確認した。

学校施設非構造部材耐震対策の推進 教育総務課 ◎（十分な成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 新宿小学校外壁・屋上防水等改修を当初の計画どおり実施した。

学校図書・教材・教具の整備・充実 教育総務課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
学校図書については、各校に予算配当し整備の充実を図るとともに、教材・教具につ
いても各校のニーズと在庫状況に鑑みて、整備を行った。

大気中の放射線量の測定 教育総務課 ○（一定の成果が得られた）

食物アレルギー、アナフィラキシーへの対応体制の確立 学校教育課 ◎（十分な成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
各学校で作成した危機管理マニュアルに則した全教職員による共通理解と共通行動を
行った。
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⑦

⑧

⑨

R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

実績値 93.8 87.5 87.5

実施事業等の概要・結果
学校関係者及び保護者による通学路点検を実施し、通学路の安全を確保することがで
きた。

家庭、地域と連携した防犯・交通安全教育の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 交通安全教室を実施し、地域の人材を活用した啓発学習を実施した。

通学路の点検整備 学校教育課 ◎（十分な成果が得られた）

指標の達成率 Ｃ（80%以上90%未満）

主体的に行動できる児童生徒の育成をめざす防犯教育の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 定期的な避難訓練の実施と安全教育による児童生徒の意識の高揚を図った。

■評価指標

指標名

学校図書館図書標準の達成校割合（％）
【取組③】

指標の説明 学級数に応じて定められた学校図書館図書の標準冊数以上の蔵書数を所蔵している学校の割合

結果の分析
全ての市立小中学校で学校図書の購入が進められているが、令和3年度に相当数の除籍を行っ
た2校が図書標準の定める蔵書数を満たさなかった。

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 77点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇計画的な施設改修や教材配備を実施するとともに、定期的な建物や工作物の点検等により安
全性を確保し、効果的な施設管理の手法について検討する。
◇学校規模の適正化については、今後の児童・生徒数や学級数の推移、都市計画等児童・生徒
を取り巻く学習環境に変化が生じ、教育活動に支障を来す場合は、方策の検討を行うこととす
る。

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言
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Ⅱ　教育環境の整備・充実

（２）学校給食の充実

概要

対象

目標

①

②

教育総務課

基本目標

施策

■重点取組１ ③栄養教諭による授業や試食会等を通じた食育の推進 担当課

取組の内容

学校給食を「生きた教材」として活用できるよう献立を工夫する。給食の時間や授
業、試食会などを通じて、児童生徒及び保護者に「食」の大切さを分かりやすく指導
する。

市立小中学校の児童生徒及び保護者

児童生徒の心身の健全な発達に資するとともに、食に対する正しい理解と適切な判断
力を養う。

結果

栄養教諭による小中学校6校への食育授業を実施するとともに、小学校2校に保護者向
けの試食会を実施した。また、「ランチタイム通信」の作成や話題のテーマ、児童生
徒からのリクエスト、東松山市にちなんだ献立を取り入れ、食への関心を高める取組
を行った。

地場産物活用の推進 教育総務課 ◎（十分な成果が得られた）

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

安心・安全な学校給食の提供 教育総務課 ◎（十分な成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 厨房機器を始めとする給食設備の保守点検や衛生検査を実施した。

実施事業等の概要・結果 地元農産物直売所等と調整し、多様な東松山市産食材を使用することができた。
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5

実績値 31.3 18.6 36.3

■評価指標

指標名

学校給食に使用した東松山市産の食材割合（％）
【取組②】

指標の説明
学校給食センターで調理した品目において、材料として使用した農産物（野菜類）に占める東
松山市産の重量割合

指標の達成率 Ａ（100%以上）

結果の分析
新型コロナウイルス感染症の影響下、食材の価格高騰も見られたが、学校給食費に対する市の
補填やほぼ通常どおりの授業が実施されたことにより、東松山市産食材を使用した給食を予定
どおり提供することができた。

■施策の総合評価と今後の方向性

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

総合評価 78点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇食材の安全性確保を最優先とした上で、地場産物の積極的な活用を継続していく。
◇食についての正しい理解や望ましい食習慣の形成のため、ランチタイム通信や食育だよりな
どを引き続き発行するとともに、各学校の要望に応じた食育授業を行い、食育活動を推進して
いく。
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Ⅲ　家庭・地域の教育力の向上

（１）学校・家庭・地域が一体となった教育の推進

概要

対象

目標

概要

対象

目標

①

②

④

⑥

⑦

⑧

⑨

子育て支援課

基本目標

施策

■重点取組１ ③放課後子ども教室事業の推進 担当課

取組の内容

放課後の子供の居場所づくりの一環で、地域のボランティア等の協力を得て、子供た
ちに遊びや学習の場を提供する。

市立小学校及び児童、地域住民

市内全ての小学校で開設し、放課後の安全・安心な居場所づくりを推進する。

結果
各教室とも新型コロナウイルス感染症に配慮した活動内容や予防対策を講じるととも
に、小学校、地域のボランティアの協力を得て、全ての市立小学校で開設し、参加し
た児童や保護者からはおおむね好評を得ることができた。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■重点取組２ ⑤要保護児童対策の充実 担当課 子育て支援課

取組の内容

要保護児童対策地域協議会の関係機関等において、会議や通告対応を通じて連携強化
を図り、児童虐待の未然防止と早期発見、早期対応に取り組む。

市立小中学校の児童生徒及び保護者、関係機関

市内における児童虐待重大事案の発生を抑制する。

結果

令和4年4月から子育て支援課内に子ども家庭総合支援拠点を開設し、社会福祉士等の
専門職を増員して体制整備を図るとともに、要保護児童対策地域協議会の関係機関等
を中心に連携強化に取り組んだ。
これにより、市内において報道等に取り上げられるような児童虐待重大事案は生じな
かった。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

実施事業等の概要・結果
共働き世帯などの児童を対象に、放課後の適切な遊びや生活の場を提供した。また、
利用者の増加に対応するため、民間放課後児童クラブの建設事業に係る補助金を予算
計上した。

「学校応援団」活動の充実 学校教育課 △（多少の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により学校応援団の活動日数は制約を受けた
が、各学校のニーズに応じた学校応援団ボランティアの予算的支援を行った。

PTA活動の活性化の推進 生涯学習課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 PTA広報誌の発行や研修会等を実施した。

放課後児童クラブの充実 保育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
窓口や電話相談に加え、オンライン相談を定期的に実施したほか、新型コロナウイル
ス感染症に配慮しながら、保育所や地域子育て支援拠点への訪問も再開し、相談支援
に取り組んだ。

青少年健全育成事業の推進 子育て支援課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
市内小中学校、高校及び自治会等の関係機関と連携した非行防止パトロール活動や、
小中学校における非行防止教室を実施し、青少年の健全育成に取り組んだ。

虐待予防事業の推進 子育て支援課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
「どならない！子育て練習講座」やオレンジリボンキャンペーン、きらめき出前講座
による啓発に取り組み、児童虐待の未然防止を図った。

子育てコンシェルジュによる切れ目のない支援の推進 子育て支援課 ○（一定の成果が得られた）

家庭・地域社会・関係機関との連携強化
学校教育課
生涯学習課

○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
子供たちの問題行動の予防や解決を図るため、家庭・地域社会・関係機関との連携を
強化し、一貫性を持った生徒指導体制を確立することができた。

26



R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 3,193 3,208 3,223 3,238 3,253

実績値 3,163 1,840 1,615

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

結果の分析
新型コロナウイルス感染症拡大により、事業を縮小したため、延べ日数も減少した。今後、新
型コロナウイルス感染症拡大前と同様に事業を実施するに当たり、学校応援団の人員確保等を
行っていく必要がある。

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 69点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇学校運営協議会等を通じて地域住民の関心と理解を一層深め、学校・家庭・地域・関係機関
が連携して教育に取り組む。
◇令和6年度に「こども家庭センター」を設置することで、全ての妊産婦、子育て世帯、子ど
もへの一体的な相談支援に取り組む。

指標の達成率 Ｄ（80%未満）

■評価指標

指標名

学校応援団活動日数（日）
【取組①】

指標の説明 小学校11校・中学校5校の学校応援団活動日数（延べ）の合計
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Ⅲ　家庭・地域の教育力の向上

（２）家庭教育支援体制の充実

概要

対象

目標

概要

対象

目標

①

②

④

学校教育課

基本目標

施策

■重点取組１ ③家庭と連携した「ノーゲームデー」の推奨 担当課

取組の内容

毎月第2・第4水曜日を、ゲームやスマートフォンの使用を控え、家族との語らいや読
書活動を行う「ノーゲームデー」と定め、児童生徒や家庭への啓発を行う。

市立小中学校児童生徒

ノーゲームデーの実践割合86.5%

結果

ノーゲームデー啓発用ポスターを各学校で掲示したほか、保護者に対しても学校だよ
り・学年だより等での周知を徹底し、家庭への啓発を行った。ノーゲームデーとの相
乗効果による学力向上を目指し、児童生徒の発達の段階に応じた宿題を用意し、その
見届けを行った。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■重点取組２ ⑤家庭と連携した「東松山版家庭学習のすすめ」の啓発 担当課 学校教育課

取組の内容

家庭との連携を図りながら、「東松山版家庭学習のすすめ」を通して学習習慣を確立
させる。

市立小中学校児童生徒

「自学自習」できる子供たちを増加させ、学習習慣を身に付けるための取組を推進す
る。

結果
各学校では、「東松山版家庭学習のすすめ」を活用し、発達段階に応じて「自主学習
ノート」等への取組を行った。また、「東松山版家庭学習のすすめ」の電子データを
各学校に配布し、家庭への周知や授業内での活用指導を行った。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

実施事業等の概要・結果
各学級の教室にポスターを掲示するとともに、徹底して行うことができるよう、学級
活動等において繰り返し指導を行った。

地域子育て支援拠点の活用推進 子育て支援課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
各拠点において、新型コロナウイルス感染症の影響下での利用制限や感染症予防を講
じながらイベントなどを再開することにより、親子の交流やにぎわいを徐々に取り戻
すことができた。

「親の学習」の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
就学時健康診断等において、「親の学習」講座を開催し、家庭の教育力の向上を図っ
た。

家庭と連携した「宿題・手伝い・明日の準備」の徹底 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 85.0 86.5 88.0 89.5 91.0

実績値 81.9 88.2 85.9

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

総合評価 70点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇「ノーゲームデー」の趣旨について、各家庭への啓発等を継続することにより保護者の意識
を高めるとともに、各家庭環境に配慮した学校での支援体制の仕組みを検討する。
◇「体験活動」や「読書活動」に親しむとともに、電子メディアとの付き合い方を学ぶ機会と
する。

■施策の総合評価と今後の方向性

■評価指標

指標名

ノーゲームデーの実践割合（％）
【取組③】

指標の説明
市立小中学生を対象に実施したアンケートにおいて、ノーゲームデーの趣旨に沿った行動を心
掛けたと回答した児童生徒の割合

指標の達成率 Ｂ（90%以上100%未満）

結果の分析
令和4年度のノーゲームデーの実践割合については、各学校における取組状況に差が見られる
ため、ノーゲームデーの趣旨を再度浸透させ、市立小中学校において取組を推進していく。
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Ⅲ　家庭・地域の教育力の向上

（３）地域の教育力の向上

概要

対象

目標

①

学校教育課

基本目標

施策

■重点取組１ ②保護者・地域社会との連携強化 担当課

取組の内容

教育に対する保護者や地域の理解を深める取組を行い、地域住民が学校運営に参加し
やすい環境を整える。また、学校だよりやホームページを活用し、教育活動の様子や
学校の取組を発信する。

市立小中学校教職員、保護者及び地域住民

保護者及び地域住民による学校運営の参加機会の確保と学校による更なる情報発信力
の強化

結果

新型コロナウイルス感染症下においても、各校の工夫により、保護者及び地域住民の
意見を反映させた学校運営に取り組むことができた。また、各校のホームページで
は、学校だよりや保健だよりの掲載や学校の様子を日々更新し、保護者や地域への情
報発信を適時行っている。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

地域学校協働活動（学校応援団活動等）の推進 学校教育課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 学校応援団やPTA活動を支援した。
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 45 50 55 60 65

実績値 35 41 68

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

結果の分析
学校だよりや保健だよりの掲載や学校の様子を日々更新する学校も多く見られ、定期的に様々
な情報を発信することができた。指標である更新回数に留意しつつ、組織的により効果的な情
報発信・更新を行う仕組みづくりを進めていく。

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 70点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇引き続き保護者や地域住民に対し、積極的に教育活動の様子や学校の取組を発信し、学校運
営協議会や学校応援団等を通じて、より多くの方が学校運営に参加できるようにする。
◇各校において、家庭や地域に対して多様な手段により情報発信を行いつつ、紙媒体から電子
媒体への切り替えや、適切な情報を適切な機会に発信する等により、教職員の負担増につなが
らない実施方法を検討・推進する。

指標名

学校の情報を家庭・地域に発信する回数（回）
【取組②】

指標の説明 小中学校ホームページの平均更新回数

指標の達成率 Ａ（100%以上）

■評価指標
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Ⅳ　生涯学習の推進

（１）社会教育の充実と自主的な学習の推進

概要

対象

目標

概要

対象

目標

③

④

⑤

生涯学習課

基本目標

施策

■重点取組１ ①生涯学習推進体制の整備・充実 担当課

取組の内容

「第2次社会教育推進計画」を基に、質の高い学習機会を提供する。

市民

市民の多様なニーズに対応できる体制を整備し、生涯の各期に応じた学習活動の充実
に取り組む。

結果
市民ニーズに対応できる体制を整備するため、市が実施する様々な講座・教室等の情
報を集約する仕組みを導入した。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■重点取組２ ②社会教育講座の充実 担当課 生涯学習課

取組の内容

急速に変化する社会の動きと市民のニーズを捉え、様々な分野において、バランスの
よい社会教育講座を開催する。

市内在住・在勤・在学の方

社会教育として社会や市民の要請が強くあるため、市全体として統一感のある学習機
会を提供する。

結果
高齢者を対象とした「いきいきシルバー講座」の開設など、統一感のある学習機会を
提供した結果、社会教育講座の参加者数は前年度比で大幅に増加した。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

実施事業等の概要・結果
東松山市人権教育推進協議会の参加者を対象とした研修会を2回実施し、外部講師の講
演や参加者による意見交換を行い、参加者の意識啓発や情報共有を図ることができ
た。

生涯学習のためのきらめき出前講座の充実 生涯学習課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
市民の学習機会の確保のため、講座メニューの見直し等を行い、新型コロナウイルス
感染症下ではあったが、市民からの要請を受け81回の講座を開催した。

きらめき市民大学の充実 生涯学習課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
一部カリキュラムの見直し等を行い、令和3年度（66講義）を大きく上回る175講義を
実施した。

人権教育の推進 生涯学習課 ○（一定の成果が得られた）
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 600 625 650 675 700

実績値 543 485 678

■評価指標

指標名

社会教育講座参加者数（人）
【取組②】

指標の説明 社会教育講座参加者数の合計

指標の達成率 Ａ（100%以上）

結果の分析
高齢者を対象とした「いきいきシルバー講座」の開設など、講座の充実を図ったことにより、
参加者数が増加した。

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 70点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇「第2次社会教育推進計画」で定めた各事業に取り組み、市民ニーズに応じた質の高い学習
機会を提供する。
◇社会教育講座については、「いきいきシルバー講座」を引き続き実施するほか、多様な事業
者と連携しながら講座の充実を図り、更なる参加者数の増加を目指す。

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言
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Ⅳ　生涯学習の推進

（２）図書館の充実

概要

対象

目標

概要

対象

目標

①

③

⑤

生涯学習課

基本目標

施策

■重点取組１ ②資料や講座等の充実 担当課

取組の内容

幅広い市民ニーズを捉えた資料を収集するとともに、生活の中の身近な課題解決につ
ながる資料や東松山市の行政資料・地域資料についても積極的に収集する。図書館資
料を軸とした市民の自主的な学習を行う場として、講座や講演会等の充実に取り組
む。

市民

市民ニーズを捉えた資料収集に努めながら、地域の資料や情報についての収集・整
理、情報発信を行う。また、新たな講座等の開催により図書館利用の増加につなげ
る。

結果
歴史関連の講座として、図書館まつりで「中世武士の城～鎌倉殿を支えた東国武士
～」（参加者64人）を実施した。また、子ども歴史教室「まがたまをつくろう」（参
加者18人）を開催した。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■重点取組２ ④子供の読書活動や調べ学習支援の拡充 担当課 生涯学習課

取組の内容

家庭・地域・学校が一体となり、子供たちの読書活動が一層活発になるよう取り組
む。

子供や保護者、関係機関・団体等

「東松山市子ども読書活動推進計画」に基づき、関係機関と連携しながら子供たちの
読書の習慣化を応援し、貸出利用者数増加につなげていく。

結果
中・高校生向けのイベントとして、市内の高校2校の協力を得てビブリオバトル（観覧
者26人）を開催した。子育て支援イベントとしては、「Enjoy　English　バイリンガ
ルおはなし会」（参加者40人）を実施した。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

実施事業等の概要・結果
子育て支援コーナーの設置や託児サービスの継続的な提供により子育て世代の来館者
に向けた支援を行った。

図書館機能の整備 生涯学習課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果

継続して司書を窓口等に配置したほか、施設の老朽化による修繕を実施し、図書館機
能の維持を図った。また、新型コロナウイルス感染症の影響下、感染対策の徹底、段
階的なイベント等の再開や利用制限の緩和を行ったが、来館者数の増加にはつながら
なかった。

レファレンスサービスの充実 生涯学習課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
司書資格のあるスタッフの配置やインターネット等の活用によるサービスを実施し
た。

子育て世代支援事業の充実 生涯学習課 ○（一定の成果が得られた）
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 1,200 1,225 1,250 1,275 1,300

実績値 1,253 1,000 976

R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

実績値 1,968 1,775 1,686

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

総合評価 70点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性
◇地域資料の情報発信や託児サービス、読書通帳の活用など引き続き取り組むとともに令和4
年度に開館した比企広域電子図書館の利用促進を行うなど、図書館サービス機能の充実を図
り、図書館の利用者数の増加につなげていく。

指標の達成率 Ｄ（80%未満）

指標名

1日あたりの平均貸出点数（点）
【取組②】

指標の説明
東松山市立図書館・高坂図書館・なしの花図書室において、図書や雑誌、視聴覚資料の年間貸
し出し点数を開館日数で除した合計

指標の達成率 Ｃ（80%以上90%未満）

結果の分析
新型コロナウイルス感染症の影響下における「新しい生活様式」の定着により、外出を控える
習慣が根付いたことや急速なオンライン化の進展に伴い電子書籍の普及が進んだこと等、図書
館を利用する機会が減少したと考えられる。

■施策の総合評価と今後の方向性

■評価指標

指標名

1日あたりの来館者数（人）
【取組①】

指標の説明
東松山市立図書館・高坂図書館・なしの花図書室を利用したそれぞれの延べ人数を各開館日数
で除した合計
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Ⅴ　生涯スポーツの推進

（１）ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

概要

対象

目標

②

③

④

スポーツ課

基本目標

施策

■重点取組１ ①スポーツ教室やスポーツ講演会の開催 担当課

取組の内容

スポーツ団体と協力して、学校や部活動では経験できないスポーツやレクリエーショ
ンを中心としたジュニアスポーツ教室の開催や、親子や家族で参加できるスポーツイ
ベントを開催する。

市民

ジュニア世代を対象としたスポーツ教室を継続するとともに、スポーツやレクリエー
ションの楽しさを感じられるように、親子や家族で参加できるスポーツイベントを開
催する。

結果
大東文化大学と連携してスポーツ発見教室を3回開催したほか、親子スポーツ教室を開
催した。また、新たな取組として親子ウォーキングを3回開催した。

学校体育施設開放事業の推進 スポーツ課 ◎（十分な成果が得られた）

重点取組の評価 ◎（十分な成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

スポーツ少年団等の活動支援 スポーツ課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 スポーツ少年団駅伝競走大会の開催や施設利用などを支援した。

実施事業等の概要・結果
小中学校の体育施設について、各校と学校行事や事務手続の確認を行いながら、学校
教育に支障のない範囲で地域住民に開放した。

子育て世代への運動機会の提供 スポーツ課 ◎（十分な成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
親子で参加できるウォーキングなどのスポーツ教室を計画どおり4回開催し、子育て世
代への多様な運動の機会を提供した。
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 13 15 15 16 16

実績値 13 3 16

指標の達成率 Ａ（100%以上）

■評価指標

指標名

スポーツ教室・スポーツ講演会の開催件数（件）
【取組①】

指標の説明
東松山市スポーツ協会や東松山市レクリエーション協会などの関係団体の協力により開催した
スポーツ教室・スポーツ講演会の件数

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

結果の分析
親子で参加できるニーズの高いスポーツ発見教室について、関係団体と協力して複数回開催し
たことにより、目標を上回る結果となった。

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 87点 ◎（十分な成果が得られた）

今後の方向性
◇ジュニア世代を対象としたスポーツ教室の開催回数を増やすとともに、スポーツやレクリ
エーションの楽しさを感じられるように、親子や家族で参加できるスポーツイベントを開催す
る。
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Ⅴ　生涯スポーツの推進

（２）ウォーキングの推進と日本スリーデーマーチの充実

概要

対象

目標

概要

対象

目標

①

③

④

実施事業等の概要・結果
15の保育園・幼稚園が日本スリーデーマーチに参加した。各保育園・幼稚園に「てく
てくわくわく歩育ブック」を配布した。

ウォーキングコースの整備・充実 スポーツ課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 ウォーキングコースに設置された道標の点検及び整備を実施した。

歩いて育む「歩育」の推進 スポーツ課 ○（一定の成果が得られた）

重点取組の評価 ◎（十分な成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

ウォーキングセンターの機能強化 スポーツ課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
ウォーキングセンター事業について、市ホームページや広報紙で積極的に情報発信し
た。市民活動センター推進員会議に出席し、月例ウォーキングとの連携を図った。

取組の内容

日本スリーデーマーチの基本コンセプトを維持しつつ、新たな視点や取組を取入れ魅
力をさらに向上させるとともに、日本一安心して安全で快適に歩ける大会を目指す。

日本スリーデーマーチ参加者及び運営スタッフ

新型コロナウイルス感染症の影響下において、感染症対策を行うことで感染者を出さ
ず大会を実施する。

結果
新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で4年ぶりに通常規模での大会を安全に開催
できた。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■重点取組２ ⑤国内最大の国際ウォーキング大会「日本スリーデーマーチ」の充実 担当課 スポーツ課

取組の内容

日常生活において「歩く」ことを意識してもらうための事業を実施する。

市民

各ウォーキング事業を通じて、身近で手軽にできるウォーキングを推進する。

結果
「毎日1万歩運動」は、健康マイレージの歩数計受領会などでPRしたが、令和3年度の
参加者数を下回る結果となった。

スポーツ課

基本目標

施策

■重点取組１ ②ライフスタイルウォーキングの推進 担当課
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 6,200 6,400 6,600 6,800 7,000

実績値 6,028 9,330 10,772

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

結果の分析
ウォーキングセンター事業と月例市民ウォーキングを「いきいきパスポイント」対象事業とし
たことで、目標値を上回る結果となった。

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 76点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇本市ウォーキング事業の拠点施設であるウォーキングセンターで、季節の草花を鑑賞できる
ようにするなど、より市民に身近で魅力ある施設となるように充実させる。
◇日本スリーデーマーチは、日本各地・世界各国のウォーカーが出会いとふれあいを楽しみな
がら歩けるように第46回大会を安全に開催するとともに、デジタル化など持続可能な大会運営
に向けた検討を進める。

指標の達成率 Ａ（100%以上）

■評価指標

指標名

ウォーキングイベントへの年間参加者数（人）
【取組①】

指標の説明
ウォーキングセンター主催のウォーキングイベントや、市内7か所の市民活動センターが実施
する月例市民ウォーキングへの参加者の延べ人数
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Ⅴ　生涯スポーツの推進

（３）スポーツを楽しむ環境づくりの推進

概要

対象

目標

①

②

④

スポーツ課

基本目標

施策

■重点取組１ ③スポーツ施設設備の維持管理 担当課

取組の内容

全ての市民が安全・安心に利用できる施設であるために、必要な改修や修繕を計画的
に実施する。

市民

予定された改修や修繕を計画どおり実施する。

結果 南中学校夜間照明更新工事を実施した。

スポーツ団体の活動支援 スポーツ課 ○（一定の成果が得られた）

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

スポーツ指導者の育成と活用 スポーツ課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
スポーツ推進委員活動を支援したほか、スポーツ協会と連携してスポーツ指導者研修
会を開催した。

実施事業等の概要・結果 東松山市スポーツ協会、東松山市レクリエーション協会などの活動を支援した。

スポーツ情報の発信強化 スポーツ課 ◎（十分な成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
イベント情報や市内スポーツ選手の活躍などを発信した。また、本市にゆかりのある
WBC代表選手の活躍について積極的に情報発信した。
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R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 120 140 160 180 200

実績値 104 0 82

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

結果の分析 新型コロナウイルス感染症の影響下、参加人数を制限したため目標値を大きく下回った。

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 73点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇既存のスポーツ施設や学校体育施設を有効活用し、計画的な維持管理を行うことで、市民の
スポーツ活動を支援する。
◇東松山市スポーツ協会や東松山市スポーツ指導者協議会等と連携して、スポーツ指導者の育
成を強化する。
◇東松山市スポーツ協会やスポーツ施設指定管理と連携して、スポーツ情報の発信を強化す
る。

指標の達成率 Ｄ（80%未満）

■評価指標

指標名

スポーツ指導者研修会参加者数（人）
【取組①】

指標の説明 東松山市スポーツ指導者協議会が開催した、スポーツ指導者研修会へ参加した延べ人数
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Ⅵ　文化・芸術の振興

（１）文化・芸術活動の促進

概要

対象

目標

②

③

R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 5,700 5,850 6,000 6,150 6,300

実績値 5,623 1,588 3,753

生涯学習課

基本目標

施策

■重点取組１ ①「高坂彫刻プロムナード」を起点とした文化・芸術活動の推進 担当課

取組の内容

彫刻家高田博厚を顕彰し、遺族から寄贈された作品を通じて市民が文化・芸術に触れ
る機会を提供する。

市民

高坂彫刻プロムナードに設置されている彫刻の作者である高田博厚氏の功績を顕彰す
るため、遺族から寄贈された彫刻作品やデッサン、書簡等の展示や講演会を実施す
る。

結果

彫刻家高田博厚の企画展及び常設展示（会場：市民文化センター）、巡回展（会場：6
市民活動センター、市立図書館、ウォーキングセンター）を実施し、広く市民に作品
鑑賞の機会を提供した。また、企画展の期間中には、市内在住のイラストレーター・
絵子猫氏による講演会を実施した。

「東松山市文化祭」への支援 生涯学習課 ○（一定の成果が得られた）

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

「小・中学校芸術鑑賞事業」の推進 生涯学習課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
公益財団法人東松山文化まちづくり公社への交付金事業により、アーティスト
inSchool、劇団四季「こころの劇場」を実施した（一部はオンラインによる）。

実施事業等の概要・結果
一部開催中止のため12団体の開催となったが、チラシの全戸配布やポスター掲示、市
ホームページへの掲載等による広報を実施した。

■評価指標

指標名

指
標

東松山市文化祭参加者数（人）
【取組③】

指標の説明
毎年9月から3月にかけて約20団体が開催する発表会や大会などの総称である「東松山市文化
祭」への参加者数の合計

指標の達成率 Ｄ（80%未満）

結果の分析
新型コロナウイルス感染症の影響下、開催規模の縮小を余儀なくされ、参加者数は目標を下
回った。

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 70点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性
◇彫刻家高田博厚の企画展を引き続き実施するほか、高坂彫刻プロムナードを活用したイベン
トを新たに実施し、広く市民が文化芸術に親しむ機会を提供する。
◇文化芸術推進事業補助金を新たに創設し、市内の文化芸術活動に対する支援を推進する。
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Ⅵ　文化・芸術の振興

（２）文化・芸術団体との協働と活動支援

概要

対象

目標

②

R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 136 138 140 142 144

実績値 134 112 130

生涯学習課

基本目標

施策

■重点取組１ ①東松山市文化団体協議会との協働 担当課

取組の内容

東松山市文化団体協議会発行の「文協だより」を全戸配布することで、会の活動内容
を広く市民に発信する。また、文化・芸術が、市民の身近なものとなるよう、東松山
市文化団体協議会の加盟団体と共同して市民への情報の提供に取り組む。

文化団体協議会加盟団体

加盟団体が実施する事業について広く情報発信等を行い、団体の強化発展に向けての
支援を行う。

結果
「文協だより」の全戸配布等を通じて、東松山市文化団体協議会の加盟団体が実施す
る事業について広く情報発信を行った。

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

指標の達成率 Ｂ（90%以上100%未満）

サークル活動への支援 生涯学習課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
新型コロナウイルス感染症の影響下、制約を受けながらも活動する文化・芸術等活動
団体に対して、「後援」することにより活動を支援した。

■評価指標

指標名

指
標

教育委員会による後援事業の件数（件）
【取組②】

指標の説明 文化・芸術活動などを行う団体が主催する事業に対して、教育委員会が後援を行った件数

総合評価 70点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性
◇新たに文化・芸術活動を始めようとする市民及び団体に対して、必要な情報を提供するとと
もに、既存団体と協力し、新たなイベントを実施するなど協働体制を強化する。

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

結果の分析
新型コロナウイルス感染症の影響下、事業を中止した団体があったが、令和3年度比で増加し
た。

■施策の総合評価と今後の方向性
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Ⅶ　文化財保護

（１）文化財の保護と継承

概要

対象

目標

①

③

R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 80 85 90 95 100

実績値 80 63 87

生涯学習課

基本目標

施策

■重点取組１ ②文化財の保存・管理の充実 担当課

取組の内容

指定文化財の現状把握に努め、適正な保存管理を行う。

市民・文化財

市にとって貴重な財産である文化財を未来に継承する

結果

指定文化財については、文化財パトロールにより現状を確認し、指定史跡について
は、委託業務による年間管理のほか、適宜草刈り等を実施し、適切な管理を行った。
また、市の文化財保護の基本となる法定行政計画「東松山市文化財保存活用地域計
画」の作成に着手した。

文化財の継承への支援 生涯学習課 ◎（十分な成果が得られた）

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

文化財の調査・研究の実施 生涯学習課 ◎（十分な成果が得られた）

実施事業等の概要・結果
ものつくり大学と連携した社寺建築悉皆調査を実施。高坂地区神社14、寺院17、祠124
を把握。うち神社14、寺院16は配置図を作成。埋蔵文化財は、発掘調査2件、試掘調査
36件実施した。

実施事業等の概要・結果
市内民俗芸能保持団体で構成される東松山市民俗芸能保存連絡協議会を支援した。新
型コロナウィルス感染症の影響が緩和されつつあるため、第46回民俗芸能祭を開催す
ることができた。

■評価指標

指標名

指
標

指定文化財パトロールの実施率（％）
【取組②】

指標の説明 指定文化財の現状把握のために行う文化財パトロールを実施した割合

指標の達成率 Ａ（100%以上）

結果の分析
文化財パトロールは、基本的に東松山市文化財専門調査員が実施しているが、前年度の実施率
を受け令和4年度については職員が対応したものもあり、実施率が向上した。

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 78点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性
◇指定文化財の適切な管理による保護を継続するとともに、文化財の中・長期的な保護及び活
用のために、「東松山市文化財保存活用地域計画」の作成作業を進める。
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Ⅶ　文化財保護

（２）文化財の啓発と活用

概要

対象

目標

①

③

R1 R3 R4 R5 R6 R7

目標値 - 11 12 13 14 15

実績値 15 6 10

■教育振興基本計画審議会からの意見・提言

意見・提言

■施策の総合評価と今後の方向性

総合評価 70点 ○（一定の成果が得られた）

今後の方向性

◇引き続き社会教育講座やきらめき市民大学への講座等と連携しながら、文化財を身近に感じ
る機会や理解を深める機会の創出に取り組む。
◇ホームページや解説板の更新、広報紙等による情報発信を積極的に行い、更なる文化財の啓
発を行う。

指標の説明 文化財についての調査研究の成果を公開した回数

指標の達成率 Ｃ（80%以上90%未満）

結果の分析 小中学校からの依頼がなかったこともあり、目標値に達しなかった。

実施事業等の概要・結果
新型コロナウイルス感染症の影響下、以前にはあった小中学校からの依頼がなかった
が、きらめき市民大学や社会教育講座との連携事業を実施することができた。

■評価指標

指標名

指
標

文化財調査研究成果の公開回数（回）
【取組②】

学校教育や社会教育の事業との連携 生涯学習課 ○（一定の成果が得られた）

重点取組の評価 ○（一定の成果が得られた）

■その他の主な取組

主な取組 担当課 取組の評価

文化財の情報発信の強化 生涯学習課 ○（一定の成果が得られた）

実施事業等の概要・結果 文化財パンフレットの作成、市ホームページや解説板の更新等を実施した。

取組の内容

調査研究成果を活用した展示や講座、現地見学会等を通し、文化財を身近に感じる機
会を創出する。

市民

市民の文化財保護意識の更なる高揚を図り、文化財を市民と行政が一体となって守っ
ていく体制を確立する。

結果
指標の目標値には達しなかったが、古墳巡りや三角縁神獣鏡鋳造体験などを通し、数
多くの貴重な文化財が残されていること、それを未来に残していかなければならない
ことを伝えられた。

生涯学習課

基本目標

施策

■重点取組１ ②文化財に親しむ機会の創出 担当課
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令和４年度 東松山市教育行政の重点 

教育行政推進上の基本理念      第 2 期東松山市教育大綱 (令和 3 年 1 月策定 )より  

 
 
 
 

教育行政推進上の基本方針        第 2 期東松山市教育大綱 (令和 3 年 1 月策定 )より  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育行政推進上の基本目標    第 2 期東松山市教育振興基本計画（令和３年 1 月策定）より  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

人と地域がつながり 豊かな自然がはぐくむ 

“学びのまち” 東松山 

１ 確かな学力の確立、豊かな心と健やかな体の育成を推進します。 

２ 安心で充実した学習環境づくりを推進します。 

３ 生涯にわたる学びを支援し、スポーツの振興と、ウォーキングを
推進します。 

４ 文化・芸術の振興とともに、伝統文化の継承など文化財の保存・
活用を推進します。 

教育委員会では、「“学びのまち”東松山」の実現に向け、７つの

基本目標を柱とした教育行政を進めていきます。 

誰もが「学びの充実」を実感できるように、積極的な取組の見直し

を行いながら、７つの目標達成に向けた事業を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“学びのまち” 

東松山 
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第３　参考資料 1 　評価対象年度の教育行政の重点



教育行政推進上の重点取組        令和４年度の重点取組 (令和４年 2 月決定 ) 

 

基本目標Ⅰ 学校教育の充実 
 

施策（１） 確かな学力の確立 
○主体的・対話的で深い学びの視点からの授

業改善の推進 
○ＩＣＴ端末を活用した分かりやすい授業の

推進 
施策（２） 社会性・国際性が身に付く 

教育の実践 
○家庭と連携した「あいさつ・返事・靴そろ

え」の徹底 
○国際化に対応する教育の推進 

施策（３） 豊かな心と健やかな体の育成 
○道徳教育の充実 
○児童生徒の体力の向上 

施策（４） 人権を尊重した教育・幼児教育・ 
特別支援教育の推進  

○豊かな人権感覚の育成 
○幼児教育振興懇談会を中心とした幼・保・ 

小連携の推進 
施策（５） 教員の資質・能力の向上 
○児童生徒一人一人を伸ばす指導力の向上 
○児童生徒理解と指導力向上のための校内研

修の充実 
施策（６） 相談体制の充実 
○いじめ防止対策の推進 
○不登校対策の充実 

施策（７） 小・中学校９年間を一貫した 
教育の推進 

○小中一貫教育の推進 

基本目標Ⅲ 家庭・地域の教育力の向上 
 

施策（１） 学校・家庭・地域が一体となった 
教育の推進 

○放課後子ども教室事業の推進 
○要保護児童対策の充実 

施策（２） 家庭教育支援体制の充実 
○家庭と連携した「ノーゲームデー」の推奨 
○家庭と連携した「東松山版家庭学習のすす 

め」の普及啓発 
施策（３） 地域の教育力の向上 
○保護者・地域社会との連携強化 

基本目標Ⅱ 教育環境の整備・充実 
 

施策（１） 安心で快適な学習環境づくり 
○学校施設の整備推進 
○新型コロナウイルス感染症対策の徹底 
○「学校適正規模の基本的な方針」の運用 

施策（２） 学校給食の充実 
○栄養教諭による授業や試食会等を通じた 

食育の推進 

基本目標Ⅳ 生涯学習の推進 
 

施策（１） 社会教育の充実と 
自主的な学習の推進  

○生涯学習推進体制の整備・充実 
○社会教育講座の充実 

施策（２） 図書館の充実 
○資料や講座等の充実 
○子供の読書活動や調べ学習支援の拡充 

基本目標Ⅴ 生涯スポーツの推進 
 

施策（１） ライフステージに応じた 
スポーツ活動の推進 

○スポーツ教室やスポーツ講演会の開催 
施策（２） ウォーキングの推進と 

日本スリーデーマーチの充実 
○ライフスタイルウォーキングの推進 

 ○国内最大の国際ウォーキング大会「日本ス
リーデーマーチ」の充実 

施策（３） スポーツを楽しむ環境づくりの 
推進 

○スポーツ施設設備の維持管理 

基本目標Ⅵ 文化・芸術の振興 
 

施策（１） 文化・芸術活動の促進 
○「高坂彫刻プロムナード」を起点とした 

文化・芸術活動の推進 
施策（２） 文化・芸術団体との協働と 

活動支援 
○東松山市文化団体協議会との協働 

基本目標Ⅶ 文化財保護 
 

施策（１） 文化財の保護と継承 
○文化財の保存・管理の充実 

施策（２） 文化財の啓発と活用 
○文化財に親しむ機会の創出 

７つの基本目標の 
各施策における重点取組 
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基本

目標   Ⅰ 学校教育の充実 

 

施策 （１） 確かな学力の確立 

 

○学習指導要領に基づく教育課程の着実な実施とともに、学校における日々

の授業を充実させるための授業改善などを進めます。 

○児童生徒の学力・学習状況を把握し、学校の課題改善に向けた取組を支援

します。 

○基礎・基本の定着を徹底するとともに、読解力、応用力を含めた確かな学

力を身に付けさせます。 

○児童生徒一人一人に応じた、きめ細かな指導を推進します。 

 

 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善の推進 

▼生きて働く知識・技能の習得や思考力・判断力・表現力等を育むため、児

童生徒が主体的に参加し、児童生徒同士や教員との対話の中で各教科等

の「見方・考え方」を働かせながら深い学びを実現する授業を推進します。 

▼授業の中に、児童生徒による話合い活動や体験活動を適切に取り入れ、児

童生徒が主体的に活動する機会をつくります。 

▼学級活動を充実させ、互いの思いや考えを伝え合える学級づくりを推進

します。 

 

ＩＣＴ端末を活用した分かりやすい授業の推進 

▼ 児童生徒が教え合う学習や一人一人の能力・適性に応じた学びなどに

ＩＣＴ端末を効果的に活用します。 

▼児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、情報社会のルールや情報

セキュリティの適切な指導を行います。 

▼全ての教員がＩＣＴ端末を活用した実践的な指導ができるよう、指導力

向上のための研修を実施します。 
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施策 （２） 社会性・国際性が身に付く教育の実践 

 

○伝統と文化を尊重し、国際化の進展や時代の変化に対応する教育やキャリ

ア教育、体験活動を推進し、子供たちが社会的に自立して生きていくため

の基礎となる力や創造力を育みます。 

○将来にわたって安心して生活できる持続可能な社会の構築に向け、環境教

育や資源・エネルギー教育を推進します。 

  

 

家庭と連携した「あいさつ・返事・靴そろえ」の徹底 

▼小・中学校全ての教室に掲示している「東松山の子どもたちはこれができ

ます（３つの標語）」の１つに「あいさつ・返事・靴そろえ」を掲げ、児

童生徒の意識を高めます。 

▼埼玉県学力・学習状況調査の質問紙調査（「規律ある態度」達成項目）を

本人・保護者・学校が共有・活用することにより、よりよい人間関係の構

築や規律ある態度の育成に取り組みます。 

  

国際化に対応する教育の推進 

▼学校における教育活動全体を通じて、児童生徒の夢や志を育て、視野を広

げ、国際社会の平和と発展に寄与する態度、チャレンジ精神などを育む教

育を進めます。 

▼外国語活動や英語の授業、学校生活全般でＡＬＴと交流活動を行い、子供

たちのコミュニケーション能力を高め、国際理解を深める教育を推進し

ます。 
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施策 （３） 豊かな心と健やかな体の育成 

 

○自他の生命を大切にする態度を養うなど、教育活動全体を通じた道徳教育

を一層推進します。 

○子供たちの豊かな人間性を育むために体験活動を推進します。 

○学校・家庭における子供たちの読書活動を推進します。 

○感染症への正しい理解など保健教育を充実するとともに、学校と家庭の連

携により、児童生徒の生活習慣の改善に取り組みます。 

○教員の指導力を向上させるとともに、専門的な指導力を有する地域の外部

人材を積極的に活用するなど、学校体育・運動部活動の充実に取り組みま

す。 

 

道徳教育の充実 

▼生命の大切さを学ぶため、学校・家庭・地域のつながりを強化して「命の

教育」を実践します。 

▼道徳科では、答えが一つではない道徳的な課題について、考え、議論する

授業を実施します。 

▼子供たちの夢と豊かな心を育むため、道徳科や全ての教育活動において、

ゲストティーチャーや外部指導者の活用を進めます。 

 

児童生徒の体力の向上 

▼体力テストの結果を本人・保護者・学校が共有するとともに、体力向上の

ためのプログラムや教材を活用することにより体育の授業を充実させ、

児童生徒一人一人の体力を伸ばします。 

▼家庭や地域と連携して、生活習慣の改善や適度な運動習慣の確立を図る

とともに、運動に対する苦手意識の解消に向け「外遊び」を奨励するなど、

日常生活の中での体力向上を目指します。 

 

50



       

 

施策 （４） 人権を尊重した教育・幼児教育 

・特別支援教育の推進 

 

○豊かな人権感覚を育成するとともに、様々な人権課題に対応した教育を充

実します。 

○関係機関と連携しながら、児童虐待の早期発見・早期対応に取り組みます。 

○家庭や地域と連携した幼児教育を推進するとともに、子供の発達や学びの

連続性を視野に入れた幼児教育を充実するため、幼稚園・保育園と小学校

との円滑な接続を推進します。 

○「東松山市教育委員会における障害を理由とした差別の解消の推進に関す

る対応要領」の趣旨を踏まえ、特別支援教育の充実に取り組みます。 

 

 

豊かな人権感覚の育成 

▼全ての児童生徒が豊かな人権感覚を身に付けることができるよう、学校

の教育活動全体を通じて人権尊重の理念を徹底し、人権教育を進めます。 

▼児童生徒や保護者の豊かな心や人権感覚を育むため、参加体験型学習を

取り入れた人権感覚育成プログラムの活用を推進します。 

 

幼児教育振興懇談会を中心とした幼・保・小連携の推進 

▼幼児教育振興懇談会を中心に、研修会や幼・保・小三者連絡会の開催を通

して幼稚園・保育園・小学校・その他関係者の連携と交流を進め、幼児教

育の一層の振興に取り組みます。 
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施策 （５） 教員の資質・能力の向上 

○教員のライフステージに応じた研修や教育方法等の改善・充実に取り組み

ます。 

○効果的な取組を行っている教員の知識や技能を共有します。 

○学校の特色を生かした学習を支援し、あわせて他校への広がりを促します。 

○人事評価制度を活用し、教員の公正な人事管理や資質・能力の向上に取り

組みます。 

○教員が児童生徒と直接向き合う時間を確保し、教育の質を向上させるため、

学校における働き方改革を推進します。 

○新しい時代の教育に向けた学校運営の充実に取り組みます。 

 

児童生徒一人一人を伸ばす指導力の向上 

▼埼玉県学力・学習状況調査で、児童生徒の学力を伸ばした教員の優れた取

組をまとめた「まつやまっ子」を市内の全教員で共有します。 

▼「東松山の学習指導スタンダード」「道徳スタンダード」を活用し、授業

の「ねらい」の明確化や「自分の言葉でふりかえる」指導「よい発問と計

画的な板書」を重視した授業を推進します。 

▼個別最適化された学びを推進するためのＩＣＴ環境の整備と、ＩＣＴを

活用して効果的な指導ができるための教員研修を実施します。 

児童生徒理解と指導力向上のための校内研修の充実 

▼個々の児童生徒と向き合い、最善の導きが行えるよう、全ての小・中学

校で自校の課題に応じたテーマを定め、児童生徒理解と指導力向上に向

けた校内研修を実施します。 

▼各学校が児童生徒や地域の実態等を十分踏まえながら、創意工夫を生か

した特色ある教育活動を展開していけるよう「小・中学校特色化支援事

業」を継続して実施し、その成果を市内全校で共有します。 

▼教育委員会による学校指導訪問において、国や県の最新情報の提供や学

校のニーズに応じた指導・助言を行います。 
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施策 （６） 相談体制の充実 

○校内指導体制を確立し、あらゆる教育活動を通じて積極的な生徒指導を推

進し、立ち直り支援に向けた取組を行います。 

○関係機関や学校・家庭・地域が一体となって、非行・問題行動の防止や有

害環境・貧困に起因する弊害から子供を守る取組を行います。 

○いじめの未然防止、早期発見・早期対応に向けた組織的な取組を進めます。 

○不登校の解消に向け、環境の変化に対応できる力を育むとともに、小・中

学校の円滑な接続を進めます。 

○市内で発生した少年死亡事件の検証結果を関係機関と共有し、再発防止の

ための取組を進めます。 

 

いじめ防止対策の推進 

▼いじめ防止基本方針に基づき、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に

向けた組織的な取組を進めます。 

▼小・中学校の全ての教室に「いじめゼロ五箇条」を掲示し、児童生徒一人

一人のいじめに対する意識を高めます。 

▼児童生徒の発達の段階に応じて、いじめ防止プログラムを有効に活用し

た取組を推進します。 

▼いじめ問題対策連絡協議会やいじめ問題調査審議会など、いじめ防止対

策推進法の規定に基づき設置した組織を活用し、いじめ防止対策やいじ

めの現状分析を進め、学校におけるいじめ問題の解消に向けた取組を支

援します。 

不登校対策の充実 

▼中学校１年生で急増する不登校の解消を図るため、小学校と中学校の９

年間の学びと育ちの連続性を重視した教育を展開します。 

▼「不登校初期対応指針」に則り、欠席した児童生徒への連絡を徹底し、児

童生徒の小さな変化を見逃さない体制を確立します。 

▼不登校の減少を図るため、総合教育センターの相談体制や「ふれあい教室」

（適応指導教室）での指導体制を整備・充実します。 

▼総合教育センターでは、教育相談や生活指導、学習補充のほか、焼き物教

室・花壇作業・野外活動などの体験活動を通じて、自立を促すとともに、

集団への適応能力を養い、学校復帰及び社会的自立に向けた支援を行い

ます。 
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施策 （７） 小・中学校９年間を一貫した教育の推進 

 

○小・中学校９年間にわたる学びと育ちの連続性を重視した教育を展開する

ことで、学習意欲の向上や「中１ギャップ」の解消を推進します。 

○桜山小学校と白山中学校を「小中一貫教育特認校」として、両校間での交

流を図り、９年間の学びと育ちを重視した教育を実践します。 

〇小中一貫教育を行う小・中学校の拡大を目指します。 

○小中一貫教育の一つの効果として、小学校における外国語活動から中学校

の英語教育への円滑な接続を目指し、英語に強い子供を育てます。 

 

 

小中一貫教育の推進 

▼小中一貫教育特認校では、教員が相手先の学校へ出向き、少人数指導やテ

ィーム・ティーチングの手法を用いて、外国語や算数・数学の乗り入れ授

業を行います。 

▼小中一貫教育特認校では、両校の教員が指導内容や指導方法を互いに相

談しながら、異校種乗り入れのよさを十分に発揮した授業を行います。 

▼隣接する小・中学校では、９年間の教育目標を設定し、９年間の系統性を

確保した教育課程の編成・実施を目指します。 

 

54



  
基本

目標   Ⅱ 教育環境の整備・充実 

 

施策 （１） 安心で快適な学習環境づくり 

 

○計画的な施設改修や教材配備を実施するとともに、定期的な点検や診断に 

より安全性を確保した上で、学校施設の長寿命化に取り組みます。 

○学校の危機管理体制の整備・充実と教職員の危機管理能力の向上に取り組

みます。 

○児童生徒の生活安全や交通安全、防災について、地域ぐるみの学校安全対

策の整備を推進します。 

〇教育の活性化の観点から、適正な学校規模を維持します。 

 

学校施設の整備推進 

▼定期的な点検や診断を実施し、学校施設の保全・維持管理を行います。 

▼広範囲に劣化が見られる屋上や外壁等の改修を進めます。 

 

新型コロナウイルス感染症対策の徹底 

▼東松山市教育委員会が示す「新型コロナウイルス感染症予防対策指針」に

基づき、小・中学校では、３つの密（密閉、密集、密接）を避けるための

適切な対策を講じます。 

▼新型コロナウイルスへの感染を予防するため、児童生徒・教職員は、原則、

マスクを着用するとともに、石けんによる手洗いを徹底します。 

 

「学校適正規模の基本的な方針」の運用 

▼策定した「東松山市立小・中学校適正規模の基本的な方針」に基づき、児

童生徒数の推移を見定め、適正な規模を維持できない学校については、地

域性を考慮しながら再編整備を進めます。 
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施策 （２） 学校給食の充実 

 

○成長期にある子供たちにとって、食生活の大切な一部である学校給食に使

用する食材の安全性確保に取り組みます。 

○地場産物の使用割合の向上と合わせ、食事についての正しい理解や、望ま

しい食習慣の形成のための食育活動を推進します。 

 

 

栄養教諭による授業や試食会等を通じた食育の推進 

▼学校給食を「生きた教材」として活用できるよう、行事食、食育の日（世

界の料理等）、食育月間、全国学校給食週間等で目的をもった献立を取り

入れるなど、献立を工夫します。 

▼給食の時間や授業、試食会などを通じて、児童生徒及び保護者に「食」の 

大切さを分かりやすく指導します。 
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基本

目標   Ⅲ 家庭・地域の教育力の向上 

 

施策 （１） 学校・家庭・地域が一体となった教育の推進 

○「学校応援団」の活動の充実を図るとともに、放課後や週末などの子供た

ちの居場所づくりを推進します。 

○青少年の健全育成のための取組や、青少年団体などの活動支援を進めます。 

○子育てに関する支援を充実させ、子育て世代の負担軽減に取り組みます。 

 

 

放課後子ども教室事業の推進 

▼放課後の子供の居場所づくりの一環として、地域のボランティアなどの

協力を得て、子供たちに遊びや学習の場を提供している放課後子ども教

室について、学校との連携を図りながら市内すべての小学校で実施しま

す。 

 

要保護児童対策の充実 

▼子供とその家庭、及び妊産婦等を対象に、より専門的な相談対応や総合的

かつ継続的支援を行う子ども家庭総合支援拠点事業を開始します。 

▼東松山市要保護児童対策地域協議会の関係機関等における連携強化を図

り、児童虐待の未然防止と早期発見・早期対応に取り組みます。 
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施策 （２） 家庭教育支援体制の充実 

○学校と家庭の役割分担を明確にした上で、相互に連携・協力して家庭教育

を進めていく体制を確立します。 

○家庭教育の自主性を尊重しつつ、子育てや家庭教育に対し積極的な支援を

行っていきます。 

 

家庭と連携した「ノーゲームデー」の推奨 

▼毎月第２・第４水曜日を、ゲームやスマートフォンの使用を控え、家族と

の語らいや読書などを大切にする「ノーゲームデー」と定め、家庭への啓

発を行います。 

▼学校では、児童生徒の発達段階に応じて、適切な量と内容の宿題を用意し

て「ノーゲームデー」との相乗効果による学力の向上を目指します。 
 

家庭と連携した「東松山版家庭学習のすすめ」の普及啓発 

▼「東松山版家庭学習のすすめ」の普及啓発を進め、子供たちの家庭学習の

時間確保につなげていきます。 

▼家庭学習の習慣を身に付けさせることにより、児童生徒の基礎的・基本的

な学力の定着を進めます。 

 

施策 （３） 地域の教育力の向上 

○子供たちの学習支援や部活動指導などに、地域のボランティアが参加しや

すい仕組みを確立します。 

○学校の情報を積極的に地域に発信し、学校現場におけるニーズと地域の人

材とのマッチングを進めます。 

 

保護者・地域社会との連携強化 

▼彩の国教育の日や教育週間などの機会をとらえて、教育に対する保護者

や地域の理解を深めるための取組を行い、地域住民が学校運営に参加し

やすい環境を整えます。 

▼学校だよりや学校ホームページなどの手段を活用して、教育活動の様子

や学校の取組を積極的に家庭や地域に発信し、地域社会との連携強化に

つなげます。 
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基本

目標   Ⅳ 生涯学習の推進 

 

施策 （１） 社会教育の充実と自主的な学習の推進 

 

○「学び合い共に支える生涯学習社会」を目指し、市民のニーズに応える質

の高い学習機会を提供するなど、生涯にわたる学びを支援する取組を推進

します。 

○学んだ成果を生かす仕組みづくりなど、学びの成果の活用を支援します。 

 

 

生涯学習推進体制の整備・充実 

▼「第２次社会教育推進計画」に基づき、質の高い学習機会を提供します。 

▼市民の多様なニーズに対応できる体制を整備し、生涯の各期に応じた学

習活動の充実に取り組みます。 

 

社会教育講座の充実 

▼急速に変化する社会の動きと市民のニーズを捉え、様々な分野において

オンライン等も活用し、バランスのよい社会教育講座を開催します。 

▼市の施設を有効活用し、地域的特質を生かした多様で質の高い学習機会

を提供します。 

▼高齢者が健康を維持するための一助として、社会教育講座を開催し、参

加者自身の社会とのつながりを創出します。 
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施策 （２） 図書館の充実 

 

○利用者のニーズや地域の状況などに柔軟かつ的確に対応するため、図書館

協議会等の意見を伺いながら、多角的な図書館運営を目指します。 

○地域の情報拠点として、また、人々の交流の場として、それぞれの目的に

応じた利用ができるよう、資料や講座等の充実に取り組みます。 

○学校やボランティア等と連携しながら、子供の読書活動をより一層推進し

ます。 

 

資料や講座等の充実 

▼幅広い市民ニーズを捉えた資料を収集するとともに、生活の中の身近な

課題解決につながる資料や東松山市の行政資料・地域資料についても積

極的に収集します。 

▼図書館資料を軸とした市民の自主的な学習を行う場として、講座や講演

会等の充実に取り組みます。 

 

子供の読書活動や調べ学習支援の拡充 

▼「第２次東松山市子ども読書活動推進計画」に基づき、子供たちの読書

活動が一層活発になるよう取り組みます。 

▼図書館を使いながら情報を活用する力を身に付けられるよう、調べ学習

の支援をします。 

▼中・高校生向けの図書を集めたティーンズコーナーやビブリオバトル（書

評合戦）の開催により、中・高校生の図書館利用を促進します。 
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基本

目標   Ⅴ 生涯スポーツの推進 

 

施策 （１） ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

  

○健康な体や心を培うとともに、公正さやルール・マナーを学び、人間形成

に大きな役割を果たす、子供のスポーツ活動を推進します。 

○心身のストレス解消や健康の維持増進、仲間づくりや地域社会との関わり

などにつながる、成人のスポーツ活動の充実に取り組みます。 

○比較的時間の余裕ができる高齢期を心身ともに健康でいきいきと過ごせ

るように、高齢者のスポーツ活動やレクリエーション活動を支援します。 

 

スポーツ教室やスポーツ講演会の開催 

▼スポーツ団体と協力して、学校や部活動では経験できないスポーツやレ

クリエーションを中心としたジュニアスポーツ教室を開催します。 

▼スポーツやレクリエーションの楽しさを感じられるように、親子や家族

で参加できるスポーツイベントを開催します。 
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施策 （２） ウォーキングの推進と 

日本スリーデーマーチの充実 

○市民一人一人が健康で心豊かに暮らすことができる健康長寿のまちを目

指し、市民スポーツとしてウォーキングを推進します。 

○家事や仕事をしながら室内を歩いたり、エレベーターやエスカレーターに

乗らず階段を使用したり、また、通勤時にひと駅手前で降りて歩いたりと、

日常的に「歩く」ことを意識する「ライフスタイルウォーキング」を推進

します。 

 

ライフスタイルウォーキングの推進 

▼日常生活において「歩く」ことを意識してもらうため「プラス１０００ 

      歩運動」や「毎日１万歩運動」を継続します。また、正しい歩き方や疲 

      れにくい歩き方などを指導するウォーキング教室を開催します。 
 

国内最大の国際ウォーキング大会「日本スリーデーマーチ」の充実 

▼子供からお年寄りまで、誰もが日本各地・世界各国のウォーカーとの出会

いとふれあいを楽しみながら歩けるよう、地域・企業・関係団体・ボラン

ティア等のご協力をいただき「おもてなしの心」で日本スリーデーマーチ

の大会運営に取り組みます。 

施策 （３） スポーツを楽しむ環境づくりの推進 

○スポーツ推進委員やスポーツ指導者協議会等の団体と連携して、スポーツ

指導者の育成を進めます。 

○東松山市スポーツ協会や東松山市レクリエーション協会、東松山市スポー

ツ少年団本部などの活動支援を通じて、市民の生涯スポーツ活動を推進し

ます。 

○既存のスポーツ施設や学校体育施設を有効活用し、計画的な維持管理を行

うことで、市民のスポーツ活動を支援します。 

 

スポーツ施設設備の維持管理 

▼全ての市民が安全・安心に利用できる施設であるために、必要な改修や修

繕を計画的に実施します。 
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基本

目標   Ⅵ 文化・芸術の振興 

 

施策 （１） 文化・芸術活動の促進 

○市民の自主的な文化・芸術活動を支援し、活動発表の機会拡充を進めます。 

○子供たちをはじめ、若い世代が文化・芸術に触れる機会を充実させること

を通じて、豊かな心や感性、創造性を育む教育を推進します。 

 

「高坂彫刻プロムナード」を起点とした文化・芸術活動の推進 

▼「東松山市文化芸術推進基本計画」に基づき、彫刻家高田博厚を顕彰し、

遺族より寄贈された作品を通じて市民が文化・芸術に触れる機会を提供

します。 

▼「高坂彫刻プロムナード」を市の内外へＰＲし、文化・芸術を通して心

豊かな活力ある社会づくりに貢献します。 

 

施策 （２） 文化・芸術団体との協働と活動支援 

○東松山市文化団体協議会や公益財団法人東松山文化まちづくり公社など

の関係団体との情報共有を図り、文化・芸術活動に関する情報発信を推進

します。 

○自発的なサークル活動等への支援を通じて、文化・芸術活動の新たな担い

手の誕生を促します。 

 

東松山市文化団体協議会との協働 

▼東松山市文化団体協議会発行の「文協だより」を全戸配布することで、

会の活動内容を広く市民に発信します。 

▼文化・芸術が、市民の身近なものとなるよう、東松山市文化団体協議会

の加盟団体と協働して市民への情報の提供に取り組みます。 
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基本

目標   Ⅶ 文化財保護 

 

施策 （１） 文化財の保護と継承 

 

○地域に根差した文化財の保存のために必要な調査・研究を行います。 

○文化財の適切な管理や計画的な整備を行い、保護と継承に取り組みます。 

 

 

文化財の保存・管理の充実 

▼指定文化財の現状把握に努め、適正な保存管理を行います。 

▼指定史跡の下草刈り等、適切な管理に取り組みます。 

▼「東松山市文化財保存活用地域計画」の策定に着手します。 

 

施策 （２） 文化財の啓発と活用 

 

○文化財に関する情報を公開・発信し、市民の地域への興味や関心、郷土へ

の愛着心を高め、地域ぐるみの保護体制の構築を目指します。 

 

 

文化財に親しむ機会の創出 

▼調査研究成果を活用した展示や講座、現地見学会等を通し、文化財を身近

に感じる機会の創出に取り組みます。 

▼歴史への理解を深めるため、出土文化財等の活用を継続します。 
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行 用　　語 説　　　　　明 掲載ページ

ALT
Assistant Language Teacherの略で、外国語の授業
における補助教員。外国語指導助手と訳される。

8,10,20

ICT
Information and Communication Technologyの略
で、情報や通信に関する科学技術の総称。

8,9,16

PISA調査
（国際学習到達度調査）

義務教育修了段階(15歳)において、これまでに身に
付けてきた知識や技能を、実生活の様々な場面で直
面する課題にどの程度活用できるかを測る。

8

WBC
World Baseball Classicの略で、野球の国・地域別
対抗戦。

40

アナフィラキシー
ハチ毒や食物、薬物などが原因で起こる、急性アレ
ルギー反応のひとつ。

22

親の学習

家庭の教育力の向上を目指して行われる講習会など
の総称。子供たちに向けた「親になるための学習」
と、保護者向けの「親が親として育ち、力をつける
ための学習」からなる。

28

　
か
行

学力・学習状況調査
児童生徒が学習内容をどの程度身に付けているか、
学習に対する興味や関心などの状況を調べるための
調査。全国調査と埼玉県の調査の２つがある。

8,9,10,11,
16,17,20,21

学校運営協議会（制度）
保護者や地域住民が一定の責任を持って主体的に学
校運営に参画する仕組み。

16,27,31

学校応援団
学校における学習活動、安全確保、環境整備などに
ついて、ボランティアとして協力・支援を行う保護
者や地域住民による活動組織。

26,27,30,31

学校支援員
児童生徒の生活や学習への支援、学校の教育活動全
体のサポートを行うために配置された職員。

22

学校図書館図書標準
公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書
の標準として、学級数に応じて文部科学省が定めた
蔵書数。

23

危険ドラッグ
かつて「脱法ドラッグ」と呼ばれていた、違法薬物
に似た成分をもつ有害薬物等の総称。

12

キャリア教育
一人一人の社会的・職業的自立に向け、基盤となる
能力や態度を育てることを通じて、自己の役割を果
たしながら自分らしい生き方の実現を促す教育。

10

きらめき市民大学

地域における生涯学習の推進を図り、市民の生涯学
習活動を体系的・継続的に支援するために、東松山
市が平成１４年に開設した市民大学。くらしと健康
学部、国際・文化学部、歴史・郷土学部の３学部か
らなり、幅広い年齢層の方が２年間の学習過程で学
んでいる。

32,45

２　用語解説

　評価調書において下線（ 　　　　　　 ）を付した用語について、解説しています。

　
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

　
あ
行
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行 用　　語 説　　　　　明 掲載ページ

きらめき出前講座

市民活動センターや自治会館、個人宅など、住民が
希望する会場へ市の担当職員などが訪問し、市政な
どに関する様々な講義を行う事業。令和3年度時点
で、市の情報など14講座、学習・スポーツ5講座、
くらし・コミュニティ21講座、健康・福祉・子育て
24講座、市民大学12講座から選択することができ
る。

26,32

規律ある態度（達成項目）

①登校時刻②授業開始時刻③靴そろえ
④整理整頓⑤あいさつ⑥返事
⑦ていねいな言葉づかい⑧やさしい言葉づかい
⑨学習準備⑩話を聞き発表する
⑪集団の場での態度⑫清掃・美化活動

10,11

子育てコンシェルジュ

子育て支援を必要としている子供や保護者が、様々
なサービスの中から適切にサービスを選択し、利用
することができるよう、東松山市が配置した子育て
支援相談員。子育て支援情報の集約や提供などのほ
か、利用者からの相談に応じて関係機関との連絡調
整などを行う。

26

子育ての目安「３つのめば
え」

小学校入学前までに子供たちに身に付けてほしいこ
とを「生活」「他者との関係」「興味・関心」の視
点から埼玉県が取りまとめたもの。

14

コミュニティ・スクール
保護者や地域住民などから構成される学校運営協議
会を設置して「地域とともにある学校づくり」を進
める仕組み。

16

三角縁神獣鏡（三角縁陳氏
作四神二獣鏡）

市指定文化財。古墳時代前期の青銅製の鏡。埼玉県
内では初発見。三角縁神獣鏡はヤマト王権が地方豪
族に配布したものとされ、東松山市域にヤマト王権
と密接な繋がりを持つ勢力があったことを示す資料
である。

45

就学相談調整会議
就学先の選択に際して、適切な総合的支援を行うた
め開催される、専門医や臨床心理士、知識経験者、
学校教育関係者、保護者などからなる会議。

14

主体的・対話的で深い学び

①主体的な学び：学習活動を見通し、振り返り、課
題を解決していこうとすること。
②対話的な学び：学び合い等、他者と協働すること
等によって、自己の考えを広げ深めること。
③深い学び：習得・活用・探求という学びの過程の
中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を
働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理
解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題
を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に
創造したりすること。

8,9

小中一貫教育特認校
桜山小学校と白山中学校における小中一貫教育を実
施し、小・中学校の連携強化を図る。

20,21

小・中学校特色化支援事業

ＩＣＴの積極的な活用・キャリア教育に重点を置い
た教育・放課後の補習授業・小中連携教育など、各
小中学校の特色をいかした教育の推進に対して、教
育委員会として活動経費や指導主事の派遣などの支
援を行う事業。

16
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少人数教育（すにいかあプ
ラン）

東松山市の進める少人数教育の呼称。ウォーキング
のまちとして市のロゴに採用されているスニーカー
にちなみ、「すこやかに、にこやかに、いきいき
と、かがやく瞳、あゆむ子ども」の頭文字をとって
名付けられた。

8

人権感覚育成プログラム

様々な人権に係わる問題に対して、児童生徒が自分
の大切さを認めるとともに、他者の心の痛みや感情
を共感的に受容する想像力や感受性、意欲等を育成
することを目指して埼玉県が作成した、児童生徒の
豊かな人権感覚の育成を図るプログラム集。学校教
育編のほか、社会教育編がある。

14,15

新体力テスト

国民の体位の変化、スポーツ医・科学の進歩などを
踏まえ、これまでの内容を全面的に見直して、平成
１１年度の体力・運動能力調査から導入された体力
テスト。

12,13

高坂彫刻プロムナード
東武東上線高坂駅西口から西に伸びる通りの歩道お
よそ１キロメートルにわたり展示されている、高田
博厚の３２体の彫刻作品群。

42

地域学校協働活動

地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰ
Ｏ、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等の
参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支
えるとともに「学校を核とした地域づくり」を目指
して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・
協働して行う様々な活動。

30

読書活動
読書を通じて、言葉を学び、感性を磨き、表現力を
高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生
きる力を身に付ける活動。

12,28,29,34

どならない！子育て練習講
座

親支援プログラムを使った、子供への伝え方、ほめ
方、叱り方を練習する、就学前の子供を育てている
親を対象とした講座。

26

なしの花図書室

市立図書館まで距離のある市内北部の住民の利便性
を高めるため、平野市民活動センター内に設けられ
た図書館分室。この地区の特産品である梨にちなん
で名付けられた。

35

日本スリーデーマーチ
昭和５３年に始まったウォーキング大会。オランダ
のフォーデーズマーチに次ぎ、世界で２番目の規模
を誇る。

14,38,39

ノーゲームデー

ゲームから離れることで自然や家族、地域と触れ合
うことの大切さを見直してもらうことを目指して、
東松山市小・中学校校長会と東松山市教育委員会が
平成２７年に定めた日。毎月第２・第４水曜日は
ゲームやスマートフォンなどの使用を控えて、家族
との語らいや読書・家庭学習に取り組むことなどを
推奨している。

12,28,29

乗り入れ授業

異校種の教員が互いに行き来して行う授業。慣れ親
しんだ小学校の教員が中学校へ出向いて授業をす
る、中学の専門教科の教員が小学校へ出向いて授業
をするといったことにより、小学校と中学校の円滑
な接続を図ることを目的に、桜山小学校と白山中学
校で積極的に実施している。

20
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東松山市子ども読書活動推
進計画

子供たちが自主的に読書のできる環境づくりを推進
し、多くの子供たちに読書の楽しさを理解してもら
うことを目的に、東松山市教育委員会が策定した計
画。

34

東松山市文化祭
東松山市文化団体協議会が主催する文化祭で、毎年
９月から１月にかけて構成団体が開催する発表会や
大会などの総称。

42

東松山市立小・中学校適正
規模に関する基本的な方針

令和3年に東松山市立小・中学校の適正規模及び将
来における適正配置の基準を定めた方針。

22

東松山版家庭学習のすすめ
平成26年に東松山市教育委員会が作成した、家庭学
習のポイントや内容例をまとめたアドバイス集。

28

非構造部材
天井材や内装・外装材、照明器具、窓ガラスなど、
構造設計の対象とならない部材。

22

不登校初期対応指針

普段の学校生活における児童生徒の変化への対応方
法や、欠席日数に応じた対応方法などを示した指
針。平成２７年に東松山市教育委員会が取りまとめ
た。

18

部分復帰

不登校児童生徒が不登校の理由に応じた適切な支援
により、部分的に学校復帰ができるようになるこ
と。
【例】
・１学期中は全く登校できなかったが、総合教育セ
ンター（適応指導教室）での支援を受ける中で、特
定の教科の学習に興味が持てるようになり、３学期
には、興味がある教科の授業がある日は登校できる
ようになった。
・中学３年生で２学期の前半までは月に１回程度し
か登校できなかったが、担任が家庭訪問を繰り返す
中で将来の進路などを自ら考えるようになり、その
後、週に１回程度は登校するようになった。

18,19

ふれあい教室（適応指導教
室）

不登校の児童生徒の学校復帰を目的に、東松山市総
合教育センター内に開設された適応指導教室。

18

放課後子ども教室

小学校の余裕教室を活用し、地域住民のボランティ
アなどの協力を得て実施する「放課後の子供の居場
所づくり」事業のひとつ。勉強や遊び、地域住民と
の交流活動等のプログラムを行う。

26

放課後児童クラブ
保護者が就労・病気・介護などのため、家庭におい
て放課後の保育ができない家庭の子供を預かり、学
童保育を行う

26
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毎日１万歩運動
一定期間、毎日１万歩を目安に歩き、開始前と後で
体力測定を行い、その効果を計る事業。

38
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幼児教育振興懇談会
東松山市の幼児教育の振興に関する基本的事項を協
議するために設置された、知識経験者と幼稚園・小
学校・保育所の各代表者からなる懇談会。

14,15
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レファレンス（サービス）
情報を求めている利用者に対して、図書館員が図書
館資料を使って答えたり、回答の含まれる情報源を
提示したりするサービス。
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